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第1 包括外部監査の概要 

1 外部監査の種類 

地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 252 条の 37 第 1 項及び京都府外

部監査契約に基づく監査に関する条例（平成 11 年京都府条例第 1 号）の規

定に基づく包括外部監査 

 

2 外部監査のテーマ 

2.1 選定したテーマ 

府有財産（不動産）の最適配置と有効活用について 

 

2.2 テーマの選定理由 

京都府では様々な行政需要に対応するため、多くの府有財産（不動産）を

保有しているが、その多くが高度経済成長期に整備されたものであり、今後、

建替えや大規模改修等の時期を迎え、多額の財政需要が見込まれる中、将来

にわたって行政サービスの維持向上を図るためには、人口減少、少子高齢化

の進行等による公共施設等の利用需要の変化も踏まえ、府有施設等を有効に

活用することが今後ますます重要となる。 

国においても、平成 26 年度に総務省が発出した通知（「公共施設等の総合

的かつ計画的な管理の推進について」）の中で、「早急に公共施設等の全体の

状況を把握し、長期的な視点をもって、更新・統廃合・長寿命化などを計画

的に行うことにより、財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の

最適な配置を実現することが必要である」との認識が示されている。 

上記総務省通知を受け、京都府では、平成 28 年度に「京都府公共施設等

管理方針」を策定し、平成 29 年度から令和 8 年度までを第 1 次取組期間と

して、府有施設等の計画的な修繕や事業の評価等、適切な運用を行っている

ところである。また、令和 6 年 3 月に策定された「京都府行財政運営方針」

において、公共目的や暫定利用の可能性がない未利用資産の売却も含め、戦

略的・効果的な利活用を進めることとしている。 
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過去、平成 19 年度の包括外部監査において「府有財産（不動産）の有効

活用」をテーマとし監査が実施されたところではあるが、平成 19 年度当時

から大きく社会情勢が変化している点や、府有施設等の利活用等の取組が進

められている点を踏まえ、改めて府有施設等の状況を精査することは、今後、

府有施設等のあり方の検討を進めるに当たって有意義であると考え、今年度

の包括外部監査のテーマとして選定した。 

 

2.3 監査の対象期間 

 「京都府公共施設等管理方針」（平成 29 年 3 月《令和 4 年 3 月改定》京都

府）に掲載されている取組期間（平成 29 年度から令和 6 年度）を監査の主

な対象期間とした。ただし、「京都府公共施設等管理方針」の取組期間は、

平成 29 年度から令和 8 年度となっている。 

  

3 外部監査の実施期間 

令和 6 年 6 月から令和 7 年 3 月まで 

  

4 外部監査の方法 

4.1 監査の要点（着眼点） 

 府有地・施設等（貸付財産及び借受財産を含む）は、経済性、効率性及び

有効性の観点から、合理的に管理・運用がされているかという点に留意して

監査を実施した。 

 

4.2 監査対象施設 

 京都府は大分類として公共建築物（庁舎系施設、府民・文化施設、教育施

設、警察施設及び職員住宅）とインフラ（道路、港湾、河川、砂防、府営住

宅、公園、漁港、電気、水道、工業用水道、流域下水道及び交通安全施設）

を所有している。令和 6 年度には「府有資産利活用検討プロジェクトチーム」

（以下「PT」という。）が設置されたところであり、暫定利用資産及び遊休
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資産をなくし、公共建築物である府有財産について最適な利活用（処分・貸

付を含む）の方針を決定することを最終目標とし、取組が進められている。 

本報告書においては、府有地・施設等が、経済性、効率性及び有効性の観

点から合理的に管理・運営されているかという視点を踏まえ、公共建築物の

うち庁舎系施設（本庁舎及び総合庁舎を除く）、府民・文化施設、教育施設

（学校を除く）及び警察施設（警察署及び交番を除く）を中心に、老朽化が

懸念される築 30 年以上の施設で、事業規模や機能の見直しを含めた施設の

省スペース化、近隣施設との集約化・複合化や立地条件等から民間活用・府

市連携並びに有効活用が期待される以下の施設を抽出した。なお、対象施設

の所管部局については、偏りのないように努めている。  

また、平成 19 年度の京都府包括外部監査報告書において、当時、「問題点」や

「個別意見」を付した京都市以南の施設について現状を確認した。さらに、未利

用資産、貸付資産及び借受資産についても適宜報告書の本文で記述している。 

（1）京都府職員研修・研究支援センター 

（2）京都府京都土木事務所 

（3）京都府動物愛護センター支所 

（4）京都府産業支援センター 

（5）京都府計量検定所 

（6）京都府京都乙訓農業改良普及センター 

（7）元看護専門学校生宿舎建物（さつき寮） 

（8）医科大学看護師宿舎（みずき寮） 

（9）旧平安会館職員宿舎用地 

（10）京都府地球温暖化防止府民プラザ 

（11）京都府警察自動車運転免許試験場本館、別館 

（12）京都府山城家畜保健衛生所 

（13）京都府立消防学校 

（14）京都府総合教育センター 

（15）京都府精神保健福祉総合センター 
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以下、平成 19 年度の京都府包括外部監査報告書に記載の施設 

（16）公益財団法人国際高等研究所施設用地 

（17）公益財団法人地球環境産業技術研究機構施設用地 

（18）元府立医大伏見診療所 

（19）元近衛寮 

（20）元桃山職員住宅第 1 住宅・第 2 住宅 

（21）伊勢田若草職員住宅 

（22）元城陽寺田東団地跡地 

（23）堀川職員住宅 

（24）下鴨北芝町公舎 

（25）元農業総合研究所花き部 

（26）京都府旅券事務所 

（27）総合見本市会館（パルスプラザ） 

 

4.3 主な監査手続 

（1）ホームページ閲覧 

 京都府のホームページを閲覧し、「京都府公共施設等管理方針」や「京都

府行財政運営方針」をはじめ、当該関係資料を入手するとともに、総務省の

ホームページから他の都道府県の状況を収集し、京都府の課題の検出に努め

た。 

 

（2）関係書類の閲覧 

京都府の所管部署より府有財産、貸付資産及び借受資産の一覧データや固

定資産台帳等を入手し、各施設の関係書類や資料の提供を受けるとともに、

これらの通査・閲覧を通して各施設の概要を把握することで施設の理解を深

め、施設利用の問題点や課題の検出に努めた。 
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（3）関係者への質問 

関係書類の閲覧等を通じた理解のみでは不十分な点については、各施設の

所管部署の担当者に直接質問を行い、回答を得るという形で監査を進め、各

施設の課題の検出等に努めた。 

 

（4）現場視察 

必要に応じて各施設に赴き、地理的位置づけ、各施設の沿革・経緯及び利

用状況や老朽化の状況を視察し、各施設の所管部署や PT 等に対する質問に

より、京都府の取組に対する問題点や課題の検出等に努めた。 

 

（5）上記手続を通じて検出された問題点についての改善策等の検討 

監査の主目的が問題点の検出にあることは言うまでもないが、それに留ま

らず検出された問題点をどのように改善するべきかについて提案・提言等を

行うことも監査の重要な役割である。こうした監査の役割に留意しつつ、可

能な限り改善策についての検討を加え、積極的に提案・提言に繋げられるよ

うに努め、課題解決に注力した。 

 

（6）過年度（平成 19 年度）京都府包括外部監査報告書のフォロー 

 平成 19 年度に実施された京都府包括外部監査報告書の「府有財産（不動

産）の有効活用について」を通査し、京都府保有の財産（不動産）のうち京

都市以南を中心に当時の「問題点」や「個別意見」を踏まえ、現在に至るま

で京都府の対応と現状についてのフォローを実施した。 

 

4.4 ヒアリングの実施状況 

外部監査の実施に当たっては総務調整課、財政課及び府有資産活用課を中

心とした PT と各施設の所管部署へのヒアリングを実施したほか、所管部署

からの資料提供により、各施設の現状の把握を行った。ヒアリング及び視察

における確認の状況は以下のとおりである。 



- 6 - 

 

    ヒアリング日・ヒアリング先一覧（リモート参加を含む。） 

ヒアリング日 ヒアリング先 監査人・補助者 

令和 6 年 6 月 18 日 総務部 監査人・補助者 4 人 

令和 6 年 7 月 10 日 危機管理部 監査人・補助者 2 人 

令和 6 年 7 月 11 日 職員長Ｇ 監査人・補助者 2 人 

令和 6 年 7 月 18 日 教育委員会 監査人・補助者 2 人 

令和 6 年 7 月 23 日 文化生活部 補助者 1 人 

令和 6 年 7 月 25 日 商工労働観光部 補助者 1 人 

令和 6 年 7 月 25 日 農林水産部 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 7 月 26 日 教育委員会 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 7 月 29 日 商工労働観光部 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 7 月 29 日 農林水産部 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 2 日 知事室長Ｇ 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 6 日 
総合政策環境部 

農林水産部 
監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 7 日 警察本部 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 8 日 建設交通部 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 8 日 健康福祉部 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 28 日 危機管理部 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 9 月 6 日 総務部 監査人・補助者 5 人 

 

           視察日・視察先一覧 

視察日 視察先 視察監査人・補助者 

令和 6 年 7 月 10 日 京都府立消防学校 監査人・補助者 2 人 

令和 6 年 7 月 11 日 旧平安会館職員宿舎用地 監査人・補助者 2 人 

令和 6 年 7 月 18 日 京都府総合教育センター 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 7 月 23 日 京都府動物愛護センター支所 補助者 1 人 
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令和 6 年 7 月 25 日 京都府計量検定所 補助者 1 人 

令和 6 年 7 月 25 日 京都府京都乙訓農業改良普及センター 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 7 月 26 日 京都府職員研修・研究支援センター 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 7 月 29 日 京都府産業支援センター 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 7 月 29 日 京都府山城家畜保健衛生所 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 2 日 
元看護専門学校生宿舎建物

（さつき寮） 
監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 2 日 
医科大学看護師宿舎 

（みずき寮） 
監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 6 日 京都府地球温暖化防止府民プラザ 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 7 日 
京都府警察自動車運転免許試

験場本館・別館 
監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 8 日 京都府京都土木事務所 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 8 日 京都府精神保健福祉総合センター 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 8 月 28 日 元近衛寮 監査人・補助者 1 人 

令和 6 年 9 月 12 日 
元桃山職員住宅第 1 住宅・第

2 住宅 
補助者 1 人 

 

4.5 指摘事項及び意見 

 指摘事項及び意見は、「第 2 公共施設等総合管理計画の概要」以降に、各

該当事項において、「指摘事項」又は「意見」として記載している。 

 

4.5.1 指摘事項 

 指摘事項とは、主に合規性に関する事項（法令、条例、規則、規定又は要

綱等に抵触する事項）、又は経済性、効率性及び有効性に関する事項のうち

著しく重要性が高いと判断する事項であり、府において措置が必要と考えら

れるものである。 
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4.5.2 意見 

意見とは、指摘事項には該当しないが、経済性、効率性及び有効性の観点

から事務の執行の合理化のために改善を要望する事項であり、府がこの意見

を受け入れて何らかの対応を強く期待するものである。 

 

5 監査の視点 

 包括外部監査とは、監査委員による監査を補完し、包括外部監査対象団体

の財務に関する事務の執行及び包括外部監査対象団体の経営に係る事業の

管理のうち、地方自治体の事務処理をするに当たり、住民の福祉の増進のた

めに最小の経費で最大の効果を挙げ（地方自治法第 2 条第 14 項）、組織及び

運営の合理化と他の地方公共団体との協力により規模の適正化を図る（地方

自治法第 2 条第 15 項）ことを達成するために、外部監査人が必要と認める

特定の事業に対し実施する監査である。従って、地方自治体が作成する決算

書等の数値の正確性を全体として保証するものではないが、今回のテーマに

関して、下記の観点を中心に検証・検討することで、事務事業の改善・見直

しに活用することのみならず、地方公共団体における昨今の厳しい財政状況

が続く中で、国の「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」

（平成 26 年 4 月 22 日）の方針を踏まえて、京都府の「京都府行財政運営方

針」（令和 6 年 3 月策定）及び「京都府公共施設等管理方針」（平成 29 年 3

月策定《令和 4 年 3 月改定》）による公共施設の最適化の推進が円滑に進め

られているかという点に着目し監査を実施した。 

 京都府が保有する公共施設について、人口動向の変化や各施設の老朽化な

どに対応しながら、限られた予算の中で、最適な整備・再配置・維持保全な

どを実施するための一助になることを期待する。 

 

5.1 合規性 

合規性の観点から、地方自治体の事務・事業が法令や条例等に従って、適

正に処理されているかどうかに着目して監査を行う。また、「京都府公共施
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設等管理方針」のもと、京都府の施設の管理等に関する条例等に従って、府

の公共施設が管理されているかに着目する。 

 

5.2 経済性、効率性、有効性（3Ｅ） 

 「京都府行財政運営方針」を踏まえ、以下の視点で監査を実施する。  

（1）経済性 

経済性とは、事務・事業の遂行及び予算の執行がより少ない費用で   

実施できているかという判断基準となり、公共施設の維持管理費等の経費削

減の余地はないかという視点で監査を行った。 

 

（2）効率性 

 効率性とは、同じ費用でより大きな成果が得られないか、あるいは費用と

の対比で最大限の成果を得られているかという判断基準となり、施設の効率

的な利用という視点で監査を行った。 

 

（3）有効性 

 有効性とは、事務・事業の遂行及び予算の執行の結果が、当初の目的を達

成しているか、また、効果をあげているかという判断基準となり、行政サー

ビスが最大の効果を生んでいるか否かという視点で監査を行った。 

 

また、本外部監査で、限りある公共施設を有効に活用し、経済性・効率性・

有効性(3E)の観点から事業が実施・遂行されているか、公共施設の配置や現

状の利用状況を網羅的に把握されているか、有効活用するための推進体制が

整備・運用されているかといった視点をはじめ、3E の観点から指標・目標が

設定されているか否か、客観的で比較可能な定量的な指標・目標のみならず、

主観的・定性的な指標・目標が設定されているかという点からも広く検討す

ることに努めた。 

具体的には、「京都府公共施設等管理方針」及び「京都府行財政運営方針」
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における事務事業の執行状況及び方針・目標に向けての推進状況の検証に努

め、下記の視点で監査を実施した。 

 

（1）施設の集約化・共用化等の推進 

 将来的な行政ニーズを踏まえた施設のあり方について、適宜検討を行い、

廃止や統合・複合化、規模の見直し等の方針を定めたうえで、公共施設等の

最適化が図られているか。その際、府有施設のみではなく、国や市町村の所

有する施設や民間施設とも連携しながら、施設の有効活用や施設の集約化・

共用化等を推進しているか。 

 

（2）民間活力等の活用 

 「産・学・金・公」で連携・協力体制を構築したうえで、施設・用地の財

産的価値や今後の利活用の可能性を分析し、未利用資産の戦略的な売却や民

間のノウハウ・知恵を活用した PPP1の推進等に取り組んでいるか。 

 

（3）公共施設の安全性等の確保 

公共施設について、府民の安心・安全や快適さを確保するために、耐震化

及び環境改善を図り、施設に求められる社会的要請を備えた防災、環境負荷

低減及びバリアフリーに対応しているか。 

 

（4）多角的な財源の獲得 

 府有財産は重要な経営資源であり、また、府民共有の財産であることから、

全庁的にあり方を検討したうえで、定期借地権方式や暫定的な貸付け、ネー

ミングライツ等の広告事業の実施等、民間の創意工夫を活かした様々な手法

のほか、公共目的や暫定利用の可能性がない未利用資産の売却も含め、財源

の獲得が多角的に進められているか。また、従来の整備手法にとらわれず、

                                                 
1 PPP とは、公共施設の建設、維持管理、運営などを行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工 

夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図ること。 
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PFI2等の民間事業者のノウハウや資金を活用した施設整備の手法が進めら

れているか。 

 

（5）メンテナンス経費の軽減・平準化 

 公共施設について、府全体の保有状況や利用状況等の把握を含め、部局横

断的な検討を行ったうえで、令和 4 年 3 月に改定した「京都府公共施設等管

理方針」に基づき、資産の最適な維持管理を実施し、メンテナンス経費の軽

減・平準化を進め、長寿命化及び高性能化を図っているか。 

 

（6）管理運営の効率化等 

 公共施設を管理・運営するにあたり、指定管理者制度等を活用し、公共施

設のサービス提供維持のために受益者負担の適正化や管理運営の効率化を

図っているか。 

 

 さらに、資産の最適な維持管理、メンテナンス経費の軽減・平準化を進め、

長寿命化及び高機能化が図られているかといった行政側の有効性・経済性を

中心とした視点だけでなく、「まち」の環境に適合しているか、「まち」の変

化に対応しているか、「まち」の価値を高めているかといった府民目線から

の視点にも配慮した。 

 

 

 

 

 

                                                 
2 PFI とは、公共事業において民間の資金や経営能力、技術力を活用して公共施設の建設、維持管理、運営 

などを行う手法。 
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6 包括外部監査人及び補助者の氏名・資格 

6.1 包括外部監査人 

公認会計士・税理士  白井太郎 

 

6.2 外部監査補助者 

公認会計士      浅野良治 

公認会計士・税理士  津田穂積 

公認会計士・税理士  中川正茂 

公認会計士・税理士  西村拓哉 

公認会計士・税理士  八田泰孝 （五十音順） 

 

7 利害関係 

京都府と包括外部監査人及び補助者との間には、地方自治法第 252 条の

29 の規定により記載すべき利害関係はない。 

 

8 本報告書を読むに当たっての留意点 

図表等の数値については、原則として単位未満の端数を切り捨てて表示し

ているため、四捨五入の関係で一致しない場合がある。  
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第2 公共施設等総合管理計画の概要   

1 国（総務省）の指針 

総務省は、平成 26 年 4 月 22 日に「公共施設等総合管理計画の策定にあた

っての指針」を下記のとおり記載している。 

我が国において公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっておりま

す。地方公共団体においては、厳しい財政状況が続く中で、今後、人口減

少等により公共施設等の利用需要が変化していくことが予想されること

を踏まえ、早急に公共施設等の全体の状況を把握し、長期的な視点をもっ

て、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより、財政負担を

軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必

要となっています。   

～（略）「日本再興戦略―JAPAN is BACK－」（平成 25 年 6 月 14 日閣

議決定）においても、「国、自治体レベルの全分野にわたるインフラ長寿命

化計画（行動計画）を策定する」とされたところです。 

 ～（略）地方公共団体においても、インフラ長寿命化計画（行動計画）・

個別施設ごとの長寿命化計画（個別施設計画）を策定すること及びこれら

の計画に基づき点検等を実施した上で適切な措置を講じることが期待さ

れています。 

（出典：「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」平成 26 年 4 月 22 日《令和

5 年 10 月 10 日改訂》総務省 一部抜粋） 

  

 そこで、下記の項目について検討・留意を必要としている。 

（1）公共施設の現況及び将来の見通し 

公共施設等及び当該団体を取り巻く現状や将来にわたる見通し・課題を客

観的に把握・分析し、普通会計と公営事業会計の建築物について、維持管理・

修繕、改修及び更新等（以下「維持管理・更新等」という。）の経費区分ごと

に少なくとも 10 年程度の期間について検討する。（施設を耐用年数経過時に

単純更新した場合の見込み、長寿命化対策を反映した場合の見込み及び対策
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の効果額） 

 

（2）公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 公共施設等の管理に関する情報を総合的かつ計画的に管理することがで

きるよう、全庁的に取り組み、情報の洗い出しから、公共施設等の情報を管

理・集約するとともに、施設類型（庁舎系、学校等）ごとの個別施設計画の

策定の進捗を管理し、総合管理計画の進捗状況の評価等を集約する部署を定

め、全庁的な体制を構築する。また、公共施設等の管理に関して当該団体と

して、更新・統廃合・長寿命化など、どのように公共施設等を管理していく

かについて、現状や課題を踏まえて、以下の考え方を共有する必要がある。 

①点検・診断等の実施方針 

 点検・診断等の履歴を集積・蓄積する。 

②維持管理・更新等の実施方針 

 予防保全型維持管理の考え方を取り入れる、トータルコストの縮減・平準

化を目指す、必要な施設のみ更新するなどを検討する。 

③安全確保の実施方針 

 高度の危険性の認められた公共施設等や、老朽化等により供用廃止され今

後利用見込みのない公共施設等への対処方針等を検討する。 

④耐震化の実施方針 

 災害時の拠点施設としての機能確保から、必要な公共施設等に係る耐震化

を検討する。 

⑤長寿命化の実施方針 

 修繕又は予防的修繕等による公共施設等の長寿命化を検討する。 

⑥ユニバーサルデザイン化の推進方針 

 ユニバーサルデザインのまちづくりの考え方を踏まえ、公共施設等の計画

的な改修等によるユニバーサルデザイン化の推進方針を検討する。 

⑦脱炭素化の推進方針 

 地球温暖化対策計画（令和 3 年 10 月 22 日閣議決定）に即して策定し、公
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共施設等の計画的な改修等による脱炭素化の推進方針を検討する。 

⑧統合や廃止の推進方針 

 公共施設等の利用状況及び耐用年数等を踏まえ、供用の廃止、規模の縮小、

更新不要の場合等の公共施設等の統合の推進方針を検討する。 

⑨数値目標 

 公共施設の数・延べ床面積等に関する目標、トータルコストの縮減・平準

化に関する目標等についての数値目標を検討する。 

⑩地方公会計（固定資産台帳等）の活用 

 固定資産台帳を活用する。 

⑪保有する財産（未利用資産等）の活用や処分に関する基本方針 

 売却可能資産等の活用や処分に関する基本方針を検討する。 

⑫広域連携 

 複数団体による広域連携の取組について、団体の状況に応じて検討する。 

⑬地方公共団体における各種計画及び国管理施設との連携 

 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 4 条第 1 項に規定する都市計 

画、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和 3 年法律第 19

号）第 8 条第 1 項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画、公営企業にお

ける経営戦略等の各種計画との整合性や、国が管理する施設との連携の考え

方について、団体の状況に応じて検討する。 

⑭総合的かつ計画的な管理を実現するための体制の構築方針 

 適正管理に必要な体制について、整備検討する。 

 

（3）総合管理計画策定・改定に当たっての留意事項 

①行政サービス水準等の検討 

 個別の公共施設等において提供しているサービスの必要性について、公共

施設等を維持しなければ提供不可能なものであるか（民間代替可能性）など、

十分に留意する。 

②公共施設等の実態把握及び総合管理計画の策定・充実 
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 公共施設等の状態（建設年度、利用状況、耐震化の状況、点検・診断の結

果等）を整理し、継続的に見直す。 

③議会や住民との情報共有等 

 当該団体における公共施設等の最適な配置を、まちづくりの在り方の観点

から議会や住民への十分な情報提供等を行い進めていく。 

④PPP/PFI の活用について 

 民間の技術・ノウハウ、資金等を活用するために、公共施設等に関する情

報を積極的に公開する。 

⑤市区町村域を超えた広域的な検討等について 

 自団体のみならず、隣接する市区町村を含む広域的視野をもって計画を検

討する。 

⑥合併団体等の取組について 

 公共施設等を建設した当時と比較して人口減少や少子高齢化といった環

境変化が激しい場合も多いため、計画に基づく公共施設等の適正管理の取組

を進めていく必要がある。 

 

2 京都府の公共施設等管理方針 

京都府は国（総務省）の「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指

針」（平成 26 年 4 月 22 日）を受けて、以下のとおり、「京都府公共施設等管

理方針」（平成 29 年 3 月策定《令和 4 年 3 月改定》）を作成している。以下、

視察や関係者への質問を通じて、京都府が「京都府公共施設等管理方針」に

沿った取組を推進しているか検討する。 

 

2.1 策定の目的、対象施設等 

京都府の施設は高度経済成長期に建設された施設が多く、それらの施設の

老朽化に伴う改修等を実施するためには、財政負担が見込まれる。今後、人

口減少、少子高齢化の進行に伴う行政サービスのニーズの変化に対応してい

くために、様々な府の施策について常に点検・改善を図るとともに、府有施
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設の長寿命化やアセットマネジメントを推進することにより、「京都府総合

計画（京都夢実現プラン）」に掲げる概ね 20 年後（令和 22 年度）の京都府

の将来像の実現につなげていく必要がある。平成 29 年度から令和 8 年度ま

でを第 1 次取組期間として位置づけ、京都府及び京都府立大学法人が保有す

るすべての施設を対象とし、府所有の庁舎、学校、警察及び府民利用施設等

の「公共建築物」と、道路、河川、水道及び下水道等の「インフラ」とに区

分し整理している。 

ただし、以下本報告書は「公共建築物」に限定し、「インフラ」について

は省略する。「公共建築物」の状況は以下のとおりである。 

（図表 1）        （公共建築物）      （令和 3 年 3 月末現在） 

施設 種類 施設例 施設数 
延床面積

（㎡） 

庁舎系 

本庁舎 
京都府庁、職員福利厚生セ

ンター 
  2 63,056 

総合庁舎 各総合庁舎 11  60,476 

試験・研究施設 

保健環境研究所、水産事務

所・海洋センター、畜産セン

ター等 

12 66,369 

その他 

職員研修・研究支援センタ

ー、消防学校、観測局、中継

所等 

231 91,107 

 

 

府民・文

化 

 

 

文化会館 
府民ホール・京都府公館、文

化芸術会館等 
5 19,471 

福祉会館 
総合社会福祉会館、勤労者

福祉会館 
6 18,270 

博物館等 
京都学・歴彩館、文化博物

館、植物園等 
4 54,645 
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府民・文

化 

スポーツ施設 
向日町競輪場、京都スタジ

アム、体育館等 
5 70,379 

研修施設 

ゼミナールハウス、青少年

海洋センター、マスターズ

ビレッジ等 

9 18,762 

福祉施設 

心身障害者福祉センター、

洛南寮、家庭支援総合セン

ター、桃山学園等 

14 44,415 

高等 技術 専門

校・大学校等 

看護学校、高等技術専門校、

農業大学校等 
7 38,917 

交流施設等 

丹後王国「食のみやこ」、総

合見本市会館、けいはんな

プラザ、京都テルサ等 

9 137,158 

病院 洛南病院 1 11,009 

大学法人 府立大学、府立医科大学 7 227,242 

その他 
国立公園、国定公園、近畿自

然歩道施設、園地等 
67 72,877 

教育 

高等学校 各高等学校 57 729,454 

特別支援学校 支援学校、ろう学校、盲学校 16 125,841 

その他 

総合教育センター、図書館、

るり渓少年自然の家、郷土

資料館、埋蔵文化財事務所

等 

10 30,449 

警察 
警察本部 

警察本部庁舎、京都府警察

航空隊、自動車安全運転学

校、自動車整備工場等 

26 74,161 

警察署等 各警察署 28 82,862 
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交番・駐在所等 交番、駐在所、警備派出所 286 26,242 

待機宿舎等 待機宿舎 59 58,686 

職員住宅 職員住宅 公舎、職員住宅、共済住宅 31 22,981 

合計 903 2,144,829 

（出典：「京都府公共施設等管理方針」平成 29 年 3 月《令和 4 年 3 月改定》京都府） 

 

2.2 公共施設等の現状 

2.2.1 公共施設等の状況 

京都府及び大学法人が保有する建築物を築年別にみると、昭和 40 年代に

府営住宅、昭和 50 年代に教育施設（府立学校等）の整備が集中しており、

老朽化が懸念される築 30 年以上の建築物は、以下のとおりとなっている。 

（図表 2）        （築年別整備状況） 

 

（出典：「京都府公共施設等管理方針」平成 29 年 3 月《令和 4 年 3 月改定》京都府） 
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 なお、京都府が保有する施設延床面積と有形固定資産減価償却率の関係は

以下のとおりであり、建物の税務上の法定耐用年数 40 年～50 年に対して、

80％弱、つまり、30 年～40 年は経過していると考えられる。 

（図表 3）  （施設保有量及び有形固定資産減価償却率の推移） 

 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

延床面積（㎡） 2,852,914 2,847,377 2,905,054 2,909,715 

有形固定資産減

価償却率（％） 

72.6 74.4 75.3    ― 

（出典：「京都府公共施設等管理方針」平成 29 年 3 月《令和 4 年 3 月改定》京都府） 

 

規模別にみると、1,000 ㎡超の大型施設は 902 棟（構成比 12.1％）で延床

面積 2,490,165 ㎡（構成比 79.3％）を占めており、200 ㎡以下の狭小施設は

5,660 棟（構成比 76.0％）と多数となり、延床面積 236,366 ㎡（構成比 7.5％）

と少数となっており、多くが自転車置場、車庫及び倉庫等の簡易な構造物と

考えられる。 

（図表 4）        （規模別保有状況） 

 

 （出典：「京都府公共施設等管理方針」平成 29 年 3 月《令和 4 年 3 月改定》京都府） 
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2.2.2 公共施設等の取り巻く状況 

京都府の総人口は、平成 16 年の 265 万人をピークに減少傾向となってお

り、既に本格的な人口減少局面となっている。国立社会保障・人口問題研究

所の推計によれば、総人口は令和 32 年には約 207 万人となる見込みで、そ

の後も減少に歯止めがかからない状況である。 

また、年少人口（0～14 歳）、生産年齢人口（15～64 歳）は既に減少を続

けている一方で、老年人口（65 歳以上）は増加を続けており、今後もこのよ

うな傾向が続けば全体人口の減少だけではなく、構成比率自体が大きく変化

することも想定される。 

（図表 5）          （実数）        （単位：千人） 

  年 令和 2 年 令和 7 年 令和 12 年 令和 17 年 令和 22 年 令和 27 年 令和 32 年 

総人口 2,578 2,518 2,445 2,361 2,267 2,170 2,075 

指数（※） 100％ 97.6％ 94.8％ 91.5％ 87.9％ 84.1％ 80.4％ 

（※）指数は、令和 2 年度を 100 としたときの割合である。 

（図表 6）          （比率）        （単位：千人） 

  年 令和 2 年 令和 7 年 令和 12 年 令和 17 年 令和 22 年 令和 27 年 令和 32 年 

0～14 歳 294 265 240 227 220 210 195 

構成比 11.4％ 10.5％ 9.8％ 9.6 9.7％ 9.7％ 9.4％ 

15～64 歳 1,527 1,495 1,440 1,354 1,232 1,144 1,080 

構成比 59.2％ 59.4％ 58.9％ 57.4％ 54.4％ 52.7％ 52.0％ 

65 歳以上 757 758 765 780 815 816 800 

構成比 29.4％ 30.1％ 31.3％ 33.0％ 35.9％ 37.6％ 38.6％ 

総人口 2,578 2,518 2,445 2,361 2,267 2,170 2,075 

（出典：「日本の地域別将来推計人口（令和 5 年推計）」令和 5 年 12 月 22 日国立社会保

障・人口問題研究所 監査人編集） 
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2.3 公共施設等の管理に関する基本的な取組方針 

 京都府は、公共施設等の管理に関する基本的な取組方針を以下のとおりと

している。  

 

2.3.1 耐震化等の安心・安全の確保 

 府民が安心して施設を利用できるよう、人的な被害が生じる恐れがあるな

ど特に危険性が高い箇所の修繕等を速やかに行うとともに、防災拠点となる

公共施設等の避難・救援で重要な役割を果たす施設等について、十分に機能

するよう引き続き計画的に耐震化等を実施し、安全性の確保を図る。  

 

2.3.2 点検・診断等の実施 

 施設の長寿命化を図るため、法令に基づく点検の実施とともに、施設管理

者による自主点検を実施し、施設の劣化状況等の把握を適切に行う。  

 また、施設管理者が劣化状況を把握しやすくするため、研修の実施や建築・

設備系の技術者による現地調査等を実施し、的確な劣化状況の評価に基づい

た修繕・改修を推進する。  

 

2.3.3 修繕・改修等の計画的な推進 

 点検・診断等により把握した施設の劣化状況や重要度のほか、施設の利用

状況等も考慮したうえで、予防保全型の維持管理を計画的に実施することと

し、限られた財源の中で、財政負担が一時期に集中することのないよう軽減・

平準化を図る。また、それらの点検・診断結果の状況等の施設情報を一元化

し、共有化を図ることにより、各施設の維持管理や計画的な保全の適切な実

施を推進する。 

 そこで、京都府は、適切なメンテナンスサイクルにより施設の長寿命化を

図るため、各施設所管課において「自主点検」実施と点検結果等のデータを

蓄積する「施設カルテ」を作成している。日常の維持管理業務を担当する者

（本庁所管課又は地方機関所属）が、原則目視や指触により「自主点検入力
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シート」を用いて屋根、外壁、建物内部、電気、空調、給排水衛生及び昇降

機の区分に応じた、点検項目及び点検方法に従い、不具合の有無、予算要求

の有無及び不具合の発生場所・状況を記述することとなっている。その結果

に基づき、「耐震」、「法定点検」、「自主点検」及び「最大」の劣化度を評価

し、総合劣化度を判定している。 

 

2.3.4 長寿命化の推進によるライフサイクルコストの縮減 

既存施設の計画的な修繕の実施と併せて、将来にわたって活用することが

見込まれる施設について計画的に修繕等を実施し、施設のライフサイクルコ

ストを縮減するとともに、建築物の改築及び新設に当たっては中長期の維持

管理計画を策定することにより、建築物の長寿命化を図る。 

 

2.3.5 施設の集約化・共用化等の推進 

公共施設等の最適化を図るため、府有施設のみでなく、国や市町村の所有

する施設や民間施設とも連携しながら、施設の有効活用や施設の集約化・共

用化等を推進する。 

 施設の集約化や共用化等を推進するに当たっては、施設の属性様々な観点

から抽出し、見える化することが重要である。例えば、①庁舎系施設・府民

利用施設等の別、②事務所、住宅、会議室、研修室、教室、試験場、訓練場

及び倉庫等利用用途の別、③土地及び敷地・建物の広さ等、④類似民間施設

の有無等を分類することにより、集約化・共用化の推進の一助になると考え

られる。 

 

2.3.6 民間活力等の活用 

「産・学・金・公」で連携・協力体制を構築したうえで、施設・用地の財

産的価値や今後の利活用の可能性を分析し、未利用資産の戦略的な売却や民

間のノウハウ・知恵を活用した PPP の推進等に取り組む。 
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2.3.7 全庁横断組織による推進体制 

京都府は、「府有財産戦略活用推進本部設置要綱」（平成 17 年 5 月策定《令

和 5 年 10 月改定》）に基づき、部局横断による全庁的な体制である「府有財

産戦略活用推進本部」を中心に、各部局・広域振興局等に「府有財産戦略活

用総括推進員」等を配置し、アセットマネジメントの取組を推進する。府有

施設の計画的な修繕、事業の評価・チェックなどを行うマネジメントシステ

ムを構築し、PDCA サイクルによる適切な運用を継続して行う。その一環とし

て、PT が設置されている。 

 

【意見 1】施設の利活用・統廃合等に対する早急な対応 

 京都府では、平成 17 年度に「府有財産戦略活用推進本部」を設置する

とともに、平成 29 年 3 月に「京都府公共施設等管理方針」を策定（令和 4

年 3 月改定）し、府有資産の戦略的な活用に向け取組が進められている。 

しかしながら、府有資産の活用、維持、管理及び処分等について各所管

部局に任されている面が多分にあったことから、各施設が最適な利活用を

されているか検証を進め、更なる利活用に向け取組を推進するため、令和

6 年 4 月に「府有資産利活用検討プロジェクトチーム」（以下「PT」とい

う。）が設置され、部局横断的な視点で検討が進められている。 

ついては、個別施設ごとの耐用年数を考慮した施設の統合、建替え及び

処分等施設のあり方の検討を更に急ぐとともに、京都府全体として部局横

断的に推進するために、各部局における施設の集約化・複合化・統廃合な

どの検討に当たっては、PT との連携により推進していただきたい。 

 

2.4 施設類型ごとの管理に関する基本的な方針 

 京都府は、「京都府公共施設等管理方針」（平成 29 年 3 月《令和 4 年 3 月

改定》）において、施設類型ごとの管理に関する基本方針を定めている。具

体的には以下の庁舎系施設、府民・文化施設、教育施設、警察施設（一般施

設）及び職員住宅と本報告書には含まれない警察施設（交通安全施設）、府
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営住宅、道路施設、河川施設、砂防施設、港湾施設、公園施設、漁港、電気、

水道、工業用水道、流域下水道に区分している。 

 

2.4.1 庁舎系施設 

対象施設  
京都府庁、総合庁舎、試験・研究施設、その他事務所・倉庫・

普通財産など 80 施設（200 ㎡未満の建物除く） 

現状と課題  

・（京都府公共施設等管理方針策定時において）対象施設の約

73％が築後 30 年を経過し、10 年後には約 89％に達するた

め、長寿命化対策の優先順位が必要。 

・対象施設の屋根・外壁・設備等の劣化が築 30 年経過で進

み、軽微な段階で予防保全型維持管理が必要。 

・今後の行政需要等を踏まえた施設のあり方の検討が必要。 

 

 

 

 

 

施設類型ご

との管理に

関する基本

的な方針  

 

 

 

 

 

 

（1）耐震化の実施方針 

 防災対策上緊急性の高い施設、不特定多数の府民が訪れる

施設を優先的に進め、倉庫等として暫定利用中の未利用施設

は、活用方法が決定してから実施する。 

（2）安全確保の実施方針 

 自主点検等により施設の老朽化を把握し、人命にかかわる

安全対策を優先し、危険性の高い箇所の除却、応急措置等を

進める。 

（3）点検・診断等の実施方針 

 法令に基づく「法定点検」とは別に、毎年度、施設所管課

の「自主点検入力シート」を活用した「自主点検」により、

建物部位別の劣化状況を把握し、点検結果及び修繕履歴等を

施設ごとにカルテとして一元管理をする。 

（4）修繕・更新等の実施方針 

 法定点検、自主点検等により施設の劣化状況を把握し、優
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施設類型ご

との管理に

関する基本

的な方針  

先順位を付けながら修繕等を進め、民間等と協働した施設の

管理・運営を進める。 

（5）長寿命化の実施方針 

 建物の構造躯体の耐用年数まで使用できるようメンテナ

ンスサイクルを確立し、点検・診断等に基づく施設の長寿命

化を推進する。 

（6）今後の管理の方向性検討等について 

 施設に係る事務・事業の必要性と今後のあり方・方向性を

検討し、国・他の地方自治体の施設との連携等も視野に入れ

ながら、施設の移転や建替等について検討し、大地震発生時

等にも行政機能等を維持できるよう補強工事・建替等の対策

を講じる。  

 

2.4.2 府民・文化施設 

対象施設 
文化会館、福祉会館、博物館、スポーツ施設、研修施設、福

祉施設など 65 施設（200 ㎡未満の建物除く） 

現状と課題 

・（京都府公共施設等管理方針策定時において）対象施設の約

45％が築後 30 年を経過し、10 年後には約 73％に達するた

め、長寿命化対策の優先順位が必要。 

・対象施設の屋根・外壁・設備等の劣化が築 20 年経過で進

み、軽微な段階で予防保全型維持管理が必要。 

・今後の行政需要等を踏まえた施設のあり方の検討が必要。 

施設類型ご

との管理に

関する基本

的な方針 

 

（1）耐震化の実施方針 

 不特定多数の府民が利用する貸館・展示場等が多いことか

ら、防災対策上緊急性の高い施設を優先的に改修・補強工事

等を実施する。 

（2）安全確保の実施方針 
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施設類型ご

との管理に

関する基本

的な方針 

 自主点検等により施設の老朽化を把握し、法令違反に該

当、施設利用者の安心・安全を脅かす可能性が高い施設は早

急に修繕等を実施する。 

（3）点検・診断等の実施方針 

 法令に基づく「法定点検」とは別に、毎年度、施設所管課

の「自主点検入力シート」を活用した「自主点検」により、

建物部位別の劣化状況を把握し、点検結果及び修繕履歴等を

施設ごとにカルテとして一元管理をする。 

（4）維持管理・修繕・更新等の実施方針 

 法定点検、自主点検等により施設の劣化状況を把握し、府

施策を展開する上で重要な建物については、長期的な利活用

方針を決定した上で、中長期修繕計画を策定する。 

（5）長寿命化の実施方針 

 建物の構造躯体の耐用年数まで使用できるようメンテナ

ンスサイクルを確立し、点検・診断等に基づく施設の長寿命

化を推進する。 

（6）今後の管理の方向性検討等について 

 府民ニーズ等を踏まえ、施設の廃止を含めた今後のあり

方・方向性を検討し、民間事業者等の多様な手法・工夫を積

極的に取り入れながら、整備・運営等の必要な対策を図る。 

 

2.4.3 教育施設 

対象施設  

府立学校、京都府総合教育センター、府立図書館、府立少年

自然の家、府立郷土資料館、その他の施設 85 施設（200 ㎡未

満の建物除く） 

現状と課題  

 

・（京都府公共施設等管理方針策定時において）対象施設の約

51％が築後 40 年を経過し、10 年後には約 83％に達するた
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現状と課題  

め、多額の維持管理費用が必要となる。 

・施設の老朽化による不具合の発生による授業への影響や特

別教室の空調機器新設やトイレの洋式化・地球環境への配

慮・ユニバーサルデザイン等時代の流れに即した施設整備

を進めることが必要。 

・府立高校や特別支援学校の児童生徒数の推移等を考慮した

施設の配置や規模を適正なものに見直すことが必要。 

 

 

 

 

 

施設類型ご

との管理に

関する基本

的な方針  

 

 

 

 

 

 

（1）施設の長寿命化の推進等 

 健全なメンテナンスサイクルを構築し、平成 30 年 10 月に

策定した「京都府教育施設個別施設計画」に基づき、損傷が

軽微な段階で修繕等を実施し、中長期的なトータルコストの

縮減や施設の長寿命化を推進する。一方、特別支援学校の児

童生徒の急増等の課題に対応するため、山城地域での令和 4

年度学校開設と乙訓地域での向日が丘支援学校の改築を行

う。 

（2）教育環境の質的向上と地域コミュニティーの拠点形成 

 ①近年の多様な教育活動の対応、②空調設備やトイレ等の

衛生環境の向上、③ICT 教育の進展に対応可能な施設づくり、

④省エネ型機器の導入等による地球環境への配慮、ユニバー

サルデザイン等総合的な観点から、快適で環境に優しい府立

学校施設の整備を進める。また、防災拠点を担う施設でもあ

ることから、バリアフリー化等の施設整備を進める。 

（3）安心・安全の確保 

 安全性の高い学校施設維持のため、施設の長寿命化、定期

点検による建物・設備の修繕・補修を実施する。 
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2.4.4 警察施設（一般施設） 

対象施設  
警察本部、警察署、交番・駐在所等、待機宿舎等 365 施設（交

番以外の施設は 200 ㎡未満の建物除く） 

現状と課題  

・（京都府公共施設等管理方針策定時において）警察本部及び

警察署の各施設については、耐震基準（最小 Is 値 0.6）を

満たしていないものが 8 棟（約 11％）あり、早期建替等の

対策が喫緊の課題となっている。また、建築後 30 年を経

過しているものが 47 棟（約 64％）あり、これらに多額の

維持管理費用を要している。 

・交番・駐在所等について、順次建替を実施しているが、建

築後 30 年を経過しているものが、112 棟（約 39％）ある

ことから、計画的な建替と点検、修繕に取り組む必要があ

る。 

・待機宿舎等については、建築後 30 年経過しているものが

45 棟（約 80％）ある。特に待機宿舎については、緊急時に

招集する警察官を一定程度入居させる必要があるため、老

朽化著しい建物の廃止等の検討を進めつつ、必要なものに

ついては、計画的な修繕を行い、適切に維持管理していく

必要がある。 

・「警察署等の再編整備実施計画」に基づき、引き続き、左京

区内の警察署（川端・下鴨警察署）の再編や伏見区東部地

域への大型交番の設置などを検討する。 

施設類型ご

との管理に

関する基本

的な方針  

 

（1）耐震化の実施方法 

 警察施設のうち特に警察署は、地震災害発生時に人命救助

などの災害応急対策や治安維持活動の拠点となる重要な施

設であることから、耐震性が不足する警察署について、必要

な対策を実施する。 
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施設類型ご

との管理に

関する基本

的な方針  

（2）長寿命化の実施方針 

 法定点検はもとより、日常的な点検・診断により施設の状

況を把握し、必要な修繕を早期に実施するほか、施設を構成

する各部位の耐用年数を考慮した「予防保全型」の更新整備

を計画的に実施することにより、財政負担となる大規模な修

繕等を可能な限り回避するとともに、施設の長寿命化を図

る。 

（3）再編整備と施設の必要性の検証及び検討 

 「警察署等の再編整備実施計画」の残された課題について、

引き続き積極的に取り組む。また、人口の推移や地域情勢、

犯罪発生状況の変化を考慮の上、施設の必要性を検証・検討

し、整備等の対策を講じていく。 

 

 警察施設のうち京都市内の待機宿舎の入居率を確認すると以下のとおり

となっている。  

（図表 7） （京都市内の待機宿舎入居率（令和 5年 12月末現在））（単位：％） 

待機宿舎  入居率  備考  

伏見 53.2  

太秦 68.9  

西陣 78.1  

北栗栖 33.3 改修工事実施予定のため入居制限 

下竹殿 41.7 
耐震性能不明のため新規入居停止。今後の運

用等を検討中。 

花屋町 C 棟 56.3  

上賀茂 57.1 
耐震性能不明のため新規入居停止。今後の運

用等を検討中。 

西蔦町 41.7  
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泉川 67.5  

石田町 16.7 
耐震性能不明のため新規入居停止。今後の運

用等を検討中。 

桂 50.0 
耐震性能不明のため新規入居停止。今後の運

用等を検討中。 

京都市内 57.7  

※花屋町 A、B 棟、羽束師古川町は、耐震性能を満たしておらず、運用停止。  

 

 羽束師古川町の待機宿舎は、京都府警察自動車運転免許試験場のガレージ

横に隣接しており、未利用施設として有しているが、解体して京都府警察自

動車運転免許試験場と一体利用されることが自然な現状である。  

 

2.4.5 職員住宅 

対象施設 
職員住宅、公舎、教職員共済住宅など 17 施設（200 ㎡未満の

建物除く） 

現状と課題 

・職員住宅は、平成 19 年に職員住宅新活用計画を策定し、 

廃止の方針が打ち出された職員住宅については、平成 26年 

5 月までに全て用途廃止を終え、府有資産利活用推進プラ 

ンに基づき、利活用の検討や売却に向けて取組を進めてい 

る。 

・（京都府公共施設等管理方針策定時において）築 30 年以上

の施設は約 40％、10 年後には全ての施設が築後 30 年以上

となる。 

・職員住宅の役割を人事異動支援や災害等緊急時対応住宅に 

位置づけた結果、単身・独身用住宅の入居率が北部で 9 割

近く、南部で 8 割となり、府全域の入居率は 69.1％となっ

ている。 
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施設類型ご

との管理に

関する基本

的な方針 

（1）耐震化の実施方針 

 耐震基準前に建築された耐震化が済んでいない建物の補

強工事等は計画的に対応する。 

（2）安全確保の実施方針 

 屋根瓦の劣化等の人命に関わるものから優先順位付けし

て実施する。 

（3）点検・診断等の実施方針 

 法令に基づく「法定点検」と施設管理課の「自主点検入力

シート」による「自主点検」を実施し、点検結果及び修繕履

歴等は施設ごとにカルテとして一元的に管理する。 

（4）修繕・更新等の実施方針 

 住宅ごとに経過年数や改善履歴などを評価し、「維持管理」

「建替」、「用途廃止」の住宅を判定し、さらに「維持管理」

の住宅については、躯体の安全性、居住性などを評価し、修

繕と改善の内容を位置づける。 

（5）長寿命化の実施方針 

 建物の構造に応じた目標使用年数を定め、耐用年数を考慮

した計画的な保全により、劣化状況と大規模修繕の建替え等

長寿命化のコストを比較した上で、長寿命化建物の優先度を

判断して適切に改修実施する。 

（6）今後の管理の方向性検討等について 

 適正な施設総量を職員の年齢構成比率やライフサイクル

による利用需要の変化などを勘案し、民間借上げの方策も含

め検討する。 

 

2.5 これまでの取組 

 京都府は、公共施設等の管理に関する基本的取組方針に沿って、以下の取

組を実施している。  
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2.5.1 耐震化の取組 

 地震被害の軽減・防止を図るため、地震に対する減災目標及びこれを達成

するための具体的な数値目標を明らかにし、戦略的に地震防災対策を推進す

ることを目的にした「京都府戦略的地震防災対策指針」を定め、その実施計

画である「京都府戦略的地震防災対策推進プラン」を策定し、地震防災対策

に取り組んでいる。 

 府民が利用する施設、避難所、救護施設及び災害対応を行う施設のような

防災対策上緊急性の高い建築物等を優先して計画的に建替・改修を実施して

おり、学校については、平成 28 年度末に全ての棟の耐震化が完了している。 

 

2.5.2 長寿命化の取組 

（1）自主点検等各種点検の実施 

 職員や専門業者による点検により、施設の劣化状況や危険個所の把握に努

めている。公共建築物については、各部局各課・室や地域機関に「府有財産

戦略活用推進員」を配置し、最適な維持保全や効率的な利活用を進めており、

その一環として、施設管理者による自主点検を実施し、劣化の拡大に伴う事

故や緊急の大規模修繕を未然に防止する取組を実施している。  

 

（2）中期保全計画等の策定等 

 各施設で長寿命化計画や維持管理計画を策定し、アセットマネジメントに

よる計画的な点検・補修を進め、施設の長寿命化による中長期的なメンテナ

ンスコストの縮減や既存ストックの有効活用についての取組を進めている。 

 また、平成 28 年 4 月に、土木・建築施設の総合的なアセットマネジメン

ト組織として「一般財団法人京都技術サポートセンター」を府内市町村と共

同設立し、アセットマネジメントの取組を推進している。 

 

【意見 2】点検・診断等の推進 

 施設の長寿命化等を図るため、法令に基づく点検の実施に加えて施設管
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理者による自主点検を実施し、施設の劣化状況等の把握を適切に行うとと

もに、施設管理者が劣化状況を把握しやすくするため、研修の実施や建築・

設備系の技術者による現地調査等を実施し、的確な劣化状況の評価に基づ

いた修繕・改修を推進していただきたい。  

 

2.5.3 財政負担軽減の取組 

（1）施設の売却等 

 京都府や市町村等での積極的な利活用の見込みがなく、処分が適当と判断

した資産については、「府有資産利活用推進プラン」に基づき、一般競争入

札等により売却を行い、財源確保に努めている。  

 なお、京都府の未利用資産の利活用検討スキームは以下のとおりである。 

①概要  

  ・「府庁内」及び「市町村」への幅広い利活用ニーズを照会する。  

  ・府有資産全般に係る全庁横断的な組織「府有財産戦略活用推進本

部」を主体として、必要に応じて外部有識者の意見を聴取し、利活

用の方向性を検討・決定する。  

②スキーム  

【府庁内】利活用ニーズの照会（京都府の直接利用を含む施策上の利

活用ニーズを把握）  

                ↓  

【府庁内】照会結果の取りまとめ  

      ↓         ↓  

所属替により庁内利用  

               ↓  

【市町村】利活用ニーズの照会（所在市町村の直接利用を含む施策上

の利活用ニーズを把握）  

                ↓  



- 35 - 

 

府有財産戦略活用推進本部において利活用の方向性を検討・決定  

以下のカテゴリーに分類  

ⅰ）処分予定：順次、境界確定を実施の上処分（売却・貸付）する物件  

ⅱ）暫定利用：暫定利用解消と併せて利活用を検討する物件  

ⅲ）更に方向性を検討：利活用にあたり個別課題や検討事項を有する物件 

                ↕ 

＜意見聴取＞外部有識者（金融・建設・各種コンサルタント等）から

意見等を聴取  

・京都府民連携プラットフォーム  

・サウンディング型市場調査 3 

・PPP 協定パートナー（国交省と協定締結した民間事業者）、PPP サポ

ーター（国交省が任命した PFI 等のノウハウを有する実務者）の活

用等  

                          （出典：京都府 HP） 

  

上記の手続きを経て、庁内や所在市町村からの利活用ニーズがなかった場

合、「処分対象」として売却処分が進められるとしている。しかし、後述す

る「第 4 1（1）②庁舎系施設一覧」に記述したとおり、倉庫等として利用

するとしている元職員住宅及び公舎等（NO76～91）や、未利用に区分される

元職員住宅及び公舎等（NO99～112）が多数存在する。また、「第 4 1（4）

警察施設」に記述したとおり、待機宿舎として未利用及び今後未利用となり

得る施設が複数存在する。 

 なお、本報告書作成時点で、「府庁内利活用ニーズ照会中」、「市町村利活

用ニーズ照会中」及び「外部有識者意見聴取中」の府有財産はなかった。ま

た、「処分予定」、「暫定利用」及び「更に方向性を検討」するとしている府

有財産は、後述する「第 4 1 1.3 有効活用を検討している施設」に記載し

                                                 
3 サウディング型市場調査とは、市有地などの活用方法について、民間事業者から広く意見や提案を求  

め、事業への有用な意見やアイデアを収集することを目的とした調査である。  
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ている。 

 

【意見 3】立地条件の良い府有財産の利活用における検討の加速化 

 京都府所有の敷地や施設は、人口減少、少子高齢化の進行に悩む過疎地

域にも点在するが、有利に活用が図られる地域にも多数立地する。未利用

の敷地や施設を長期間保有することによる維持費は、民間が保有するより

低額（例：固定資産税がかからない等）であることから機会損失の意識が

高くなりづらいが、未利用資産の抽出と早急な利活用スキームに沿った手

続き、特に、サウンディング型市場調査に至るまでに時間がかかるため、

外部有識者からの意見等の聴取による検討を同時並行で進めるなど、スピ

ード感をもって検討を進めていただきたい。 

 

③未利用資産の売却実績（令和 6 年 6 月現在） 

 京都府は、財源確保と未利用資産の処分を平成 17 年度から令和 5 年度に

金額 7,796,381 千円で 108 物件を一般競争入札や随意契約により売却して

いる。売却物件のほとんどが、1,000 ㎡以下の敷地であり、大型の敷地件数

は十数件にとどまっている。また、令和元年度以降の未利用資産の売却実績

は以下のとおりである。 

(図表 8)       （未利用資産の売却実績） 

年

度 
区分 収入先 物件名 所在地 

面積

（㎡） 

金額 

（千円） 
売却先 

 

一般競争入

札(8) 

府有資産

活用課 
元勧進橋交番 伏見区 39.11  14,788  法人 

 府有資産

活用課 

元 伊 勢 田 職 員

住宅 
宇治市 2,397.29  129,100  法人 

 府有資産

活用課 

茶 業 研 究 所 の

敷地一部 
宇治市 3,972.74  15,100  法人 
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令

和 

府有資産

活用課 

元 福 知 山 職 員

住宅･福知山第

2 住宅 

福知山市 915.77  11,010  個人 

元

年 

府有資産

活用課 

元 綾 部 公 舎 1

号・2 号 
綾部市 345.27  11,774  法人 

度 府有資産

活用課 

元 宮 津 警 察 署

長公舎 
宮津市 230.50  12,000  個人 

 府有資産

活用課 

元 京 丹 後 警 察

署署員公舎 
京丹後市 322.00  6,000  法人 

 府有資産

活用課 

元 久 美 浜 高 等

学校校長公舎 
京丹後市 376.85  360  個人 

 条件付き入

札(1) 

産業労働

総務課 

元 中 小 企 業 会

館 
右京区 3,208.48  1,130,000  法人 

 令和元年度 実績 9 件  1,330,132  

 

一般競争入

札(5) 

府有資産

活用課 

元 太 秦 安 井 交

番 
右京区 39.25  8,170  個人 

 府有資産

活用課 

元 長 岡 職 員 住

宅 
長岡京市 1,170.01  135,100  法人 

令

和

2 

府有資産

活用課 

元 丹 後 地 域 所

属長宮津公舎 1

号 

宮津市 185.76  3,500  個人 

年

度 

府有資産

活用課 

元 教 職 員 峰 山

共済住宅 
京丹後市 762.08  101  個人 

 府有資産

活用課 

元 教 職 員 加 悦

谷共済住宅 
与謝野町 425.32  65  個人 

 令和 2 年度 実績 5 件  146,936  

 一般競争入 府有資産 元吉田母子寮 左京区 561.79  132,345  法人 
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札(3) 活用課 

令

和

3 

府有資産

活用課 

府 立 乙 訓 高 等

学 校 元 校 長 公

舎 

長岡京市 320.28  57,010  法人 

年

度 
府有資産

活用課 

元 中 丹 地 域 所

属 長 福 知 山 公

舎 2 号 

福知山市 166.96  7,880  法人 

 令和 3 年度 実績 3 件  197,235  

 

 

 

 

 

令

和

4

年

度 

 

 

 

 

 

 

随契(4) 

府有資産

活用課 

元 教 職 員 田 辺

共済住宅 
京田辺市 690.60  44,140  法人 

府有資産

活用課 

元 教 職 員 岩 滝

共済住宅 
与謝野町 187.50  2,160  法人 

府有資産

活用課 

元 教 職 員 久 美

浜共済住宅 
京丹後市 383.14  10  法人 

府有資産

活用課 

元 教 職 員 東 舞

鶴共済住宅 
舞鶴市 325.00  7,710  法人 

一般競争入

札(5) 

府有資産

活用課 

元 木 津 高 等 学

校用地 
木津川市 42.00  220  個人 

府有資産

活用課 

田 辺 高 等 学 校

隣接地 
京田辺市 1,070.20  130,550  法人 

府有資産

活用課 

元 教 職 員 美 山

共済住宅 
南丹市 279.56  1,010  法人 

府有資産

活用課 

元 峰 山 職 員 住

宅 
京丹後市 247.24  70  法人 

府有資産

活用課 

元 教 職 員 宮 津

共済住宅 
宮津市 1,031.69  2,100  法人 

令和 4 年度 実績 9 件  187,970  
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随契(1) 

農村振興

課 

東 山 用 水 府 有

水路敷地 
山科区 16.55  470  法人 

令

和 
 

府有資産

活用課 

元 埋 蔵 文 化 財

収蔵庫 
右京区 922.89  112,200  法人 

5

年 

一般競争入

札(3) 

府有資産

活用課 

元 教 職 員 乙 訓

共済住宅 
長岡京市 570.85  116,555  法人 

度 
 

府有資産

活用課 

元 教 職 員 福 知

山共済住宅 
福知山市 738.64  11,000  法人 

 令和 5 年度 実績 4 件  240,225  

（出典：京都府 HP、監査人編集） 

 

（2）ネーミングライツパートナーシップ制度の導入 

 平成 25 年 8 月からネーミングライツパートナーシップ制度を導入し、京

都府立体育館、京都府立府民の森ひよし及び京都府立京都スタジアムの 3 施

設について、施設等の愛称決定の権利を以下のとおり事業者へ提供している。 

(図表 9）                   （令和 6 年 4 月現在） 

施設名 京都府立体育館 京都府立京都スタジアム 京都府立府民の森ひよし 

パートナー ㈱島津製作所 京セラ㈱ ㈱ローソン 

愛称 島津アリーナ京都 
サンガスタジアム 

by KYOCERA 
ハピろー！の森京都 

命名権料 2,000 万円/年 10,000 万円/年 70 万円/年 

契約期間 
令和 4 年 4 月 1 日～

令和 9 年 3 月 31 日 

令和 2 年 1 月 11 日～

令和 22 年 1 月 10 日 

令和 6 年 4 月 1 日～

令和 11 年 3 月 31 日 

                        （出典：京都府提供資料） 

 

【意見 4】ネーミングライツパートナーシップ制度の推進 

 京都府の施設名にパートナーの愛称を付し、命名権料を得ることは、財
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源確保の一部として一定の成果が認められる。京都府には多くの府民・文

化施設等があることから、ネーミングライツパートナーシップ制度の活用

を推進していただきたい。 

 

（3）PPP/PFI 等の活用 

 事業費 10 億円以上の全ての施設整備事業について、PFI 事業の適否を検

討しており、「京都駅前運転免許更新センター及び京都駅前地域防犯ステー

ション」における定期借地権の活用、定期借家権を活用して遊休施設の改修・

運営を民間に委託している「きょうと留学生オリエンテーションセンター」

（後述の「第 5 章 7 元看護専門学校生宿舎建物（さつき寮）」及び「第 5 章 

8 医科大学看護師宿舎（みずき寮）」参照）や、京都府立医科大学付属病院内

のコンビニエンスストア及び郵便局の併設など、民間事業者等の知恵やノウ

ハウの活用を図っている。 

 

2.5.4 その他の取組 

（1）集約化・複合化 

 「行財政改革プラン」（平成 31 年 3 月策定）や「京都府行財政運営方針」

（令和 6 年 3 月策定）に基づき、府民利用施設について、「公共性」、「有効

性」、「効率性」及び「代替性」の観点から施設のあり方の検証を進めている。 

 また、京都市と「京都動物愛護センター」（後述の「第 5 章 3 京都府動物

愛護センター支所」）の共同設置や「京都府保健環境研究所（京都市衛生環

境研究所）」の共同整備など、他の自治体との協調による効率的・効果的な

施設整備・運営を進めている。 

 

【意見 5】集約化・複合化・高度利用化の促進 

 京都府と京都市の共同整備など他の自治体との協調による効率的・効果

的な施設の整備・運営が一定程度進められている。 
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しかし、施設視察の結果、職員を研修する京都府職員研修・研究支援セ

ンターと、教職員を研修する京都府総合教育センターのどちらにも様々な

研修室が見受けられたほか、各施設ごとに会議室、倉庫等の類似用途のロ

ケーションが設置されている状況が見受けられた。また、各種相談窓口が

京都府総合教育センターや京都府精神保健福祉総合センターなどにそれ

ぞれ備えられているほか、京都府警察自動車運転免許試験場の本館・別館・

安全運転学校に一般運転者・高齢運転者・免許取消者等ごとにそれぞれ同

じような教室を多数有している。さらには、京都府警察自動車運転免許試

験場と、その隣接地で一般財団法人京都府交通安全協会が運営する自動車

運転練習場には同じような運転練習場が設置されている。 

これら同じ機能を有する施設については、部局ごとに別々に保有した

り、対象者別にスペースを確保したりするのではなく、部局横断的に、親

和性があり共有できる他の施設との集約化・複合化・高度利用化を促進し

ていただきたい。 

 

（2）指定管理者制度の導入 

 平成 18 年度より指定管理者制度を導入し、令和 6 年 4 月 1 日時点で指定

管理者を指定した施設は 150 施設（公募 141 施設、非公募 9 施設）となって

いる。指定管理者及び管理委託施設は増加傾向にあるが、施設管理の委託の

検討に当たっては、京都府による直接管理と指定管理者への委託管理を比較

衡量のうえ進められることに期待する。 

 

（3）温室効果ガスの排出削減 

 京都府は、総合庁舎や警察施設への ESCO 事業による照明の LED 化（11 総

合庁舎と警察 2 施設）、太陽光発電（学校、府営住宅及び観測所等）の導入

等、温室効果ガスの排出削減に取り組んでいる。また、府有施設への屋根、

土地貸し型の太陽光発電事業の導入（4 施設）等を実施している。なお、太

陽光発電事業の導入施設は以下のとおりである。 
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(図表 10)    （太陽光発電事業による使用料徴収施設） 

施設名 使用許可日 使用許可終了日 面積（㎡） 年間使用料（円） 

京都府立こど

も発達支援セ

ンター（44kW） 

平成 26 年 5月 1日 令和 16年 3月 31日 

 

334 

 

50,100 

京都府立るり

渓少年自然の

家（130kW） 

平成 26年 4月 25日 令和 16年 3月 31日 

 

975 

 

146,250 

京都府立桃山

学園（45kW） 
平成 26年 8月 22日 令和 16年８月 31日 330 49,500 

京都府立府民

の 森 ひ よ し

（200kW） 

平成 27 年 3月 9日 令和 17年 3月 15日 1,396 209,400 

合計 455,250 

（出典：京都府提供資料） 

  

年間使用料については、国の固定価格買取制度において、太陽光で発電し

た電気の買取価格を算定するにあたり、設置場所の賃借料 150 円/㎡と想定

し、資源エネルギー庁の平成 25 年度調達価格検討用基礎資料（平成 25 年 1

月 21 日）土地使用料 150 円/㎡を参考に、実施事業者の企画提案時の事業採

算可能な使用料を採用している。 

継続的な事業としての位置づけではないと推察するが、府有施設への導入

は平成 26 年度に導入の 4 施設に留まっており、過疎地域の広大な未利用土

地の貸付けや府の施設において行政が利用するための自家発電施設として

の位置づけとして更なる活用があると考える。 

 また、省電力効果がある LED 化については、蛍光灯が 2027 年度末に生産

が終了するという報道からも、全面的に進めるべき事業の一つと考える。 
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2.6 維持管理・更新コストの見通し 

京都府は、公共建築物（庁舎等施設、教育施設及び警察施設）について平

成 28 年度に総務省推奨の「公共施設等更新費用試算ソフト」等により試算

を実施した。対象施設は、知事部局、教育庁及び警察本部並びに大学法人が

所有する建築物のうち、個別施設計画の対象となる延床面積 200 ㎡以上のも

の（府営住宅及び公営企業を除く）である。その後、京都府が実施した令和

3 年度の中長期的な維持管理・更新コストの試算方法は、総務省推奨ソフト

ウエアの考え方を継続し、更新単価等の数値を補正することにより現時点で

見込まれるコストを試算した。前提条件として、施設の建替えとなる更新時

期は、公共建築物の税法上の法定耐用年数を標準として長寿命化対策により

20 年間延長すると仮定し、更新単価 43 万円/㎡(庁舎系、府民文科系、社会

教育系、産業系及び医療系等)、単価 39 万円/㎡（スポーツ系、レクリエー

ション系及び保健・福祉系等）、単価 35 万円/㎡(学校教育系《高校、支援学

校及び府立大学等》等)とされている。 

なお、維持管理コストとは、対象施設の建物本体及び設備に関する「①機

能維持のための修繕費」に加え、「②長寿命化を図るための大規模修繕改修」

を含む費用であり、対象施設の実績額を集計している。また、更新コストと

は、老朽化等に伴い機能低下した対象施設を除却して同一規模で再整備する

費用であり、一律の更新年数（耐用年数+20 年）の設定において、計算式（更

新費用＝更新単価（円/㎡）×延べ床面積（㎡））で試算している。令和 3 年

度の試算結果は以下のとおりである。 

（図表 11） 試算結果（期間 35 年間《令和 3 年度から令和 37 年度》） 

 長寿命化対策

なし（A） 

長寿命化対策

あり(B) 

対 策 の 効 果

（A-B） 

現在の維持管

理費 

公共建築物 約 199 億円/年 約 133億円/年 約 66 億円/年 約 34 億円/年 

（出典：「京都府公共施設等管理方針」平成 29 年 3 月《令和 4 年 3 月改定》京都府） 

 

長寿命化対策なし：長寿命化事業を実施せずに、耐用年数で建替えを実施
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する想定 

長寿命化対策あり：建替えを耐用年数+20 年を想定し、大規模修繕・施設

更新までの期間を延ばし、費用の軽減・平準化を図る長

寿命化事業を実施 
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第3 京都府の行財政改革の取組 

 京都府は、少子高齢化により社会保障関係経費の増加などの大変厳しい行

財政状況の中で府民サービスの維持・向上を目指すとともに、将来に府民の

負担を先送りしないよう、府民本位の府政改革を推進してきている。一方で、

行政サービスを維持するために不可欠な建築物等やインフラにかかる財政

負担は大きい。そこで、今回のテーマに関する府有財産（不動産）の最適配

置と有効活用を見るうえで、京都府の行財政改革の取組経緯を概観する。 

 

1 府民満足最大化プラン（平成 21 年度～平成 25 年度） 

京都府は、府民満足最大化に向けた 5 つの取組のうち、持続的・安定的供

給の視点で以下のとおり記載している。 

5-3 府有資産の利活用 

（1）未利用資産 

①未利用資産の利活用促進 

 未利用資産を、より重点的に利活用ニーズを検討する物件（＝重要物件） 

と期限を切って利活用ニーズを検討し、なければ迅速な売却が適切な物件 

（＝その他の物件）に分け、府民ニーズを的確に把握する新たな利活用決 

定プロセスにより、NPO 等の活動支援への活用など、幅広い利活用を促進 

するとともに、売却に係る判断を迅速化します。 

②府民満足の最大化実現のため、定期借地権方式等新たな利活用手法も導

入します。 

③未利用資産の利活用に当たり、施設の集約化による資産の効率的利用の

推進と賃借施設の解消による賃借料節減の視点にも留意します。 

（2）利用中の資産 

①庁舎及び敷地等の有効活用 

 庁舎や敷地スペースを一層活用するため、NPO 等のまちづくりの担い手 

育成の観点も含めた民間等への貸付を一層推進するとともに、庁舎等の 

府民開放について情報提供を一元化します。 
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②府有財産を活用した広告 

 パンフレット、刊行物、共同購入物品等への広告掲載や、ネーミングラ 

イツ（施設命名権）等について、積極的に推進し、収入を確保します。 

③長期的・効率的な施設の維持管理 

 的確で計画的な修繕等を実施することにより、維持修繕に要する経費を 

節減します。 

（出典：「府民満足最大化プラン」（平成 21 年度～平成 25 年度）平成 21 年 3 月京都府 一

部抜粋） 

  

2 府民満足最大化・京都力結集プラン（平成 26 年度～平成 30 年度） 

京都府は、施策の展開方向と取組例を以下のとおり記載している。 

1 府民サービスのワンストップ化の推進 

＜具体的な取組例＞ 

・施設の統合・一元化によるワンストップサービス化（京都動物愛護セン

ター（仮称）、府保健環境研究所と京都市衛生環境研究所） 

2 多様な主体との連携・協働の進化 

（1）市町村との連携・協働 

＜具体的な取組例＞ 

・空き家の有効活用のため、市町村と共同で空き家情報の発信や移住促

進の取組を推進 

・府・市町村が有する資産を有効に活用するため、それぞれの低・未利用

施設・用地のデータベースを整備 

・連携・協働をさらに効果的・効率的に進めるため、同一プロジェクトに

携わる府・市町村職員が同じ場所で執務 

（2）府民、企業、NPO、大学との連携・協働 

＜具体的な取組例＞ 

・ネーミングライツパートナーシップ制度の適用を拡大 
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・府有施設等の屋根貸しにより民間の太陽光発電事業等を誘導 

・定期借地権方式により民間活力を導入（七条署跡地） 

（3）施設の機能多様化による質の高い府民サービスの提供 

  ～（略） 

5 持続可能な財政構造の確立と人材の育成・強化 

（1）持続可能な財政構造の確立  

＜具体的な取組例＞ 

・公共施設の更新・維持管理に係る潜在的な財政需要を把握し、計画的な

維持管理・整備によるコスト縮減により、府債発行規模の適正化と新

たな投資財源を確保 

・防災対策や学校など必要な社会資本に投資し、地域経済を下支えする

ことで税収増を目指し、社会資本ストックを形成している府債残高と

税収などの返済資金との適正なバランスを実現 

【府債残高の水準目標】 

 府債残高（臨時財政対策債等、災害関連の起債を除く）－府債管理基金 

残高≦（税収（消費税清算金含む）＋地方交付税＋臨時財政対策債）×約 

2 倍 

（出典：「府民満足最大化・京都力結集プラン」（平成 26 年度～平成 30 年度）平成 26 年

7 月京都府 一部抜粋）  

 

3 行財政改革プラン（令和元年度～令和 5 年度） 

京都府は、行財政運営の視点と具体方策を以下のとおり記載している。 

Ⅲ 行財政運営の視点と具体方策 

１ 持続可能な財政構造の確立 

（1）～（2） （略） 

（3） 

①～② （略） 
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③府有財産は重要な経営資源であり、また、府民共有の財産であることか

ら、定期借地権方式のさらなる導入や暫定利用としての駐車場の貸付け、

広告収入の拡大など、様々な手法により効果的な利活用を進める。 

④～⑤ （略） 

（4）（略） 

（5）府債残高の適正管理 

～（略）交付税措置率の高い起債の活用を進めるとともに、実質的な府

債残高の水準については、引き続き適正に管理する。 

（6）公立大学法人・府民利用施設・外郭団体の運営改善 

①～② （略） 

③公共施設は、府全体の施設の保有状況や利用状況等の把握を含め、部局

横断的な検討を行った上で、平成 29 年 3 月に策定した「京都府公共施設

等管理方針」に基づき、資産の最適な維持管理を実施し、メンテナンス経

費の軽減・平準化を進める。 

（出典：「行財政改革プラン」（2019 年度～2023 年度）2019 年 3 月京都府 一部抜粋）  

 

4 京都府行財政運営方針（令和 6 年度～令和 10 年度） 

京都府は、コロナ禍による社会情勢の変化の中での行政運営、社会保障関

係経費等の義務的経費の累増や、歳出増加による慢性的な収支不足、生産年

齢人口の減少や職員の定年引上げ等を踏まえた持続可能な執行体制の確立

といった課題を抱える中、「あたたかい京都づくり」を支える強固な行財政

基盤の構築を目指し、行財政運営の視点と具体方策を以下のとおりとしてい

る。  

１ 行政運営 ～次世代型の行政手続への転換～ 

（1）～（2）（略） 

（3）多様で柔軟な働き方に合わせたオフィス改革 

①働く場所等にとらわれない柔軟な働き方に合わせたフリーアドレスの
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導入等、執務スペースの適正化や庁内スペースの有効活用による最適な執

務環境の実現に取り組む。 

２ 財政規律 ～持続可能な財政構造の確立～ 

（1）（略） 

（2）投資的経費・府債残高の適正管理 

① 投資的経費については、財源となる地方債発行に係る金利の上昇リス

クも抱えていることから、いわゆる公共事業関係費に加え、府単独での施

設整備や長寿命化対策も含めてトータルでの平準化を行うこととし、将来

の地方債償還に大きな影響を与えないよう、毎年度予算調整を行う。 

② （略） 

（3）（略） 

（4）多角的な財源の獲得 

①～② （略） 

③府有資産は重要な経営資源であり、また、府民共有の財産であることか

ら、全庁的にあり方を検討した上で、定期借地権方式や暫定的な貸付け、

ネーミングライツ等の広告事業の実施等、民間の創意工夫を活かした様々

な手法のほか、公共目的や暫定利用の可能性がない未利用資産の売却も含

め、戦略的な利活用を進める。 

④従来の整備手法にとらわれず、PFI 等の民間事業者のノウハウや資金を

活用した施設整備の手法について検討し、効果的・効率的な手法を実践す

る。 

（5）公立大学法人・府民利用施設・外郭団体の運営改善 

① （略） 

②府民利用施設については、府民サービスの向上や指定管理者制度の活用

も含め、より効果的な施設の利活用を進める。また、施設の利用実態や近

隣の競合施設の現状等を踏まえ、今日的な視点により定期的にあり方を検

証する。 

③公共施設については、府全体の施設の保有状況や利用状況等の把握を含
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め、部局横断的な検討を行った上で、令和 4 年 3 月に改定した「京都府公

共施設等管理方針」に基づき、資産の最適な維持管理を実施し、メンテナ

ンス経費の軽減・平準化を進める。 

④ （略）     

（出典：「京都府行財政運営方針」（令和 6 年度～令和 10 年度）令和 6 年 3 月京都府 一

部抜粋） 
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第4 京都府が保有する公有財産の概要 

公有財産は、行政財産と普通財産に分類される（地方自治法第 238 条第 3

項）。行政財産とは、地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供

することと決定した財産をいう（地方自治法第 238 条第 4 項）。「公用に供す

る財産」とは、地方公共団体が事務又は事業を執行するため直接使用するこ

とをその本来の目的とする公有財産をいう。例えば、庁舎、議事堂及び研究

所等である。また、「公共用に供する財産」とは、住民の一般的共同利用に

供することを本来の所有目的とする公有財産をいい、公の施設等を指す。例

えば、学校、公園、図書館及び病院等の財産をいう。一方、普通財産は、行

政財産以外の一切の公有財産をいう。普通財産は、直接行政目的のために使

用されるものではなく、一般私人と同等の立場でこれを保持し、その管理処

分から生じた収益をもって地方公共団体の財源に充てることを主目的とす

る財産である。従って、普通財産は、これを貸付け、交換し、売り払い、譲

与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができる。 

京都府の行政財産及び普通財産の部局別保有状況は以下のとおりである。 

（図表 12）    （土地、建物の分類別、部局別数量）  （単位：㎡） 
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（出典：「財政状況」令和 5 年 12 月及び令和 6 年 6 月 京都府） 

※「財政状況」令和 5 年 3 月及び令和 6 年 3 月京都府の面積㎡は、小数点 2 位まで記

載されているが、端数切捨てで表示している。  

 

1 京都府の公有財産 

京都府は、公用財産として本庁舎、警察施設及び船舶等を、公共用財産と

して学校、公園及び公営住宅等を、普通財産として公舎、宿舎施設及び山林

等を保有している。 

 また、その他の普通財産として著作権、商標権、特許権、育成者権、株券、

出えん金及び出資金等を保有している。 

 京都府は、公共施設等管理運営方針において、京都府及び京都府公立大学

法人が保有する全ての施設について、庁舎系施設、府民・文化施設、学校施

設、警察施設（一般施設）、警察施設（交通安全施設）、職員住宅、府営住宅、

道路施設、河川施設、砂防施設、港湾施設、公園施設、漁港、電気、水道、

工業用水道、流域下水道に分類している。 

 このうち、本報告書の対象とする施設の区分概要は、以下のとおりである。

なお、下記の図表 13～22 に係る留意事項は以下のとおりである。 

（注 1）各施設の延床面積は、対象施設の有する延床面積 200 ㎡以上の建物 

  を合計した数値である。 

（注 2）各施設名称は、延床面積 200 ㎡以上の建物のみを抽出している。 

（注 3）総合劣化度は、点検に基づく建物の部位ごとの劣化度と影響度から 

算出した施設全体の劣化度を表す指標であり、大きいほど劣化が激し 

い。（Ⅰ<Ⅱ<Ⅲ<Ⅳ） 

（注 4）下記の図表 13～22 中の（注 4）は、本報告書「第 5 公共施設等管

理（個別施設各論）」に記載されている、令和 6 年度に視察を実施し

た施設である。 

（注 5）下記の図表 13～22 中の（注 5）は、本報告書「第 5 公共施設等管理

（個別施設各論）」に記載されている、平成 19 年度包括外部監査報告
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書で視察された施設である。 

  

（1）庁舎系施設（令和 5 年 3 月末時点） 

①保有施設（延床面積 200 ㎡以上の建物を有する施設） 

・本庁舎    ： 2 施設    9 建物 

・総合庁舎   ：11 施設    42 建物 

・試験・研究施設：11 施設    60 建物 

・その他    ：50 施設    60 建物 

②庁舎系施設一覧 

 京都府の庁舎系施設は、以下のとおりである。 

（図表 13）        （庁舎系施設） 
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（出典：京都府 HP「庁舎系施設一覧表」を監査人編集） 
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 庁舎系施設は、本庁・総合庁舎をはじめ、事務所、倉庫、貸付け及び未利

用施設があり、概ね総合劣化度はⅠからⅢとなっている。 

 

（2）府民・文化施設（令和 5 年 3 月末時点） 

①保有施設（延床面積 200 ㎡以上の建物を有する施設） 

・文化施設  ：5 施設  5 建物   

・福祉会館  ：6 施設  8 建物 

・博物館等  ：4 施設  15 建物 

・スポーツ施設：5 施設  19 建物 

・研修施設  ：9 施設  15 建物 

・福祉施設  ：12 施設  39 建物 

・その他   ：24 施設 126 建物 

②府民・文化施設一覧 

  京都府の府民・文化施設は、以下のとおりである。 

（図表 14）       （府民・文化施設） 
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（出典：京都府 HP「庁舎系施設一覧表」を監査人編集） 

 

府民・文化施設は、府民が利用するための各種施設が主なものであるが、

総合劣化度ⅠからⅣと劣化が進んでいる施設も抱えている。 
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（3）学校施設（令和 4 年 3 月末時点） 

①保有施設 

・府立中学校     ： 4 校 

・府立高等学校    ：48 校（うち分校 7 校）  593 棟（中高合計） 

・府立特別支援学校  ：12 校（うち分校 3 校）  180 棟 

・学校以外の教育機関 ：5 施設           9 棟 

・その他施設     ：             5 棟 

②学校以外の教育機関一覧 

  京都府の学校施設のうち、学校以外の教育機関は以下のとおりである。 

（図表 15）      （学校以外の教育機関） 

施設名称 棟数 

京都府総合教育センター（注 4） 4 

京都府立図書館 1 

京都府立るり渓少年自然の家 1 

京都府立山城郷土資料館 1 

京都府立丹後郷土資料館 2 

（出典：京都府 HP「庁舎系施設一覧表」を監査人編集） 

 

（4）警察施設（一般施設）（令和 6 年 3 月末時点） 

①保有施設（延床面積 200 ㎡以上の建物を有する施設） 

・本部施設    ：15 施設  18 建物 

・警察署等    ：25 施設  51 建物 

・待機宿舎等   ：34 施設  50 建物 

・交番・駐在所等 ：287 施設 287 建物 

②警察施設（一般施設）一覧 

  京都府の警察施設（一般施設）は、以下のとおりである。 
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（図表 16）     （警察施設《一般施設》） 

 

（出典：京都府 HP「庁舎系施設一覧表」を監査人編集） 
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 警察施設（一般施設）は、待機宿舎、交番・駐在所・警備派出所と京都府

下に多数分散しており、総合劣化度は、ⅢやⅣが散見される。 

 

（5）職員住宅（令和 5 年 3 月末時点） 

①保有施設（延床面積 200 ㎡以上の建物を有する施設） 

・職員住宅   ：8 施設 13 建物 

・公舎     ：1 施設  4 建物 

・教職員共済住宅：6 施設  6 建物 

②職員住宅一覧 

  京都府の職員住宅は、以下のとおりである。 

（図表 17）         （職員住宅） 
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（出典：京都府 HP「庁舎系施設一覧表」を監査人編集） 

職員住宅は、公舎を除いて都市部より地方都市に分散しているが、総合劣

化度はⅠ又はⅡに分類されている。 

 

1.1 貸付資産 

 京都府が保有管理している不動産のうち、貸付資産は以下のとおりである。 

（図表 18）       （貸付資産一覧）       （単位：㎡、円） 
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（出典：京都府提供データを監査人一部編集）  

 

 上記の貸付資産の貸付先は、国、地方公共団体、公益性の認められる社会

福祉法人、一般・公益社団財団法人及び民間企業と様々である。また、利用

目的（用途）も様々であり、議会議決を経て、貸付料を収受している相手先

もあるが、多くの施設の貸付料は無償となっている。また、有償としている



- 64 - 

 

施設についても、土地の貸付け及び建物・施設全体の貸付けと条件は異なる

ものの、ほとんどが安価なものである。 

 財産の取得、管理及び処分について、京都府財産条例（昭和 39 年京都府

条例第 37 号）において次のように定められている。 

（普通財産の減額譲渡又は貸付け） 

第 5 条 普通財産は、次に掲げる場合においては、時価から 5 割以内を

減額した価額で譲渡し、又は貸し付けることができる。 

（1）他の地方公共団体において医療、社会福祉法第 2 条に規定する社会

福祉事業、学校教育法第 1 条に規定する学校、公民館、公立図書館、

公立博物館又は公営住宅の施設の用に供するとき。 

（2）府の設置する研究所、試験場その他府が公共の利益の増進を主たる

目的とする事務又は事業の用に供する施設で、その用途を廃止した場

合において当該施設の用に供していた財産を他の地方公共団体におい

て引き続き同種の施設の用に供するとき。 

（3） （略） 

（4）前 3 号に掲げる場合のほか、公益上特に必要があると認めるとき。 

（普通財産の無償貸し付け） 

第 6 条 普通財産は、次に掲げる場合においては、無償で貸し付けるこ

とができる。 

（1）他の地方公共団体において、道路、緑地、公園、ため池、火葬場、

墓地、じんあい焼却場、し尿処理場又はと畜場の用に供するとき。 

（2） （略） 

（3）地方公務員等共済組合法第 3 条の規定により設立された地方職員共

済組合、公立学校共済組合及び警察共済組合において当該組合の業務

を行うため必要とする施設の用に供するとき。 

（4）職員の共済制度に関する条例により組織された共済団体において、

同条例第 3 条の業務を行うため必要とする施設の用に供するとき。 

（5） （略） 



- 65 - 

 

（6）その他前各号に準じる場合で、公益上特に必要があると認めると

き。  

第７条 （略）   

（行政財産の減額又は無償貸付け） 

第 8 条 第 5 条及び第 6 条の規定（貸付けに係る部分に限る。）は、法第

238 条の 4 第 2 項（第 5 号及び第 6 号を除く。）から第 4 項までの規定

による行政財産の貸付けについて準用する。  

  

 また、平成 20 年 3 月 31 日に「行政財産の貸付けについて」（20 府有第 124

号、出納管理局長）が以下のとおり発出されている。  

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）一部改正による行政財産の貸付け

の範囲の拡大に伴い、庁舎等の空きスペースについて行政財産の貸付けの

対象とされたところです。（略） 

1～2（略） 

3 貸付けの用途 

 原則として貸付けの相手方の事務所用途に限るものとする。 

4 貸付契約の方式及び貸付期間  

 （略）特段の事情がなければ原則 3 年とする。 

5 貸付料 

「普通財産（土地及び建物）の貸付料算定基準（平成 14 年 3 月 29 日付

４財産第 127 号）」を準用し、付近の賃貸実例又は民間精通者の意見価格

等により貸付料予定額を算定するものとし、当該貸付予定額は貸付条件と

して相手方選定に当たり明示するものとする。 

 また、貸付料については京都府財産条例（昭和 39 年京都府条例第 37 号）

に基づく減額は原則として行わないものとする。 

6～9（略） 
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【意見 6】貸付資産の経済的視点からの検討 

京都府の公有財産は、京都府財産条例により「減額又は無償で貸付けす

ることができる。」とあり、議会議決を経て、法令等に基づき貸付けを行っ

ている。無償貸付けを行っている資産や財産は、公益性が高い住民のため

の施設ではあるが、貸付相手先の経済的事情も考慮のうえ、契約の見直し

や近隣の事情を考慮した将来の契約を検討していただきたい。  

 

1.2 借受資産 

京都府が借用している借受資産は以下のとおりである。  

（図表 19）       （借受資産一覧）       （単位：㎡、円）  
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（出典：京都府提供データを監査人一部編集） 

 

 経済性の観点からは、借り受ける資産が少なく、低額で借り受けられるこ

とが望ましいが、京都府の借受資産は上記のとおり多数存在し、その多くを

交番や駐在所が占めている。なお、借受先が京都リリサーチパーク株式会社

の「No3、No4 京都府産業支援センター」及び「No5 京都府京都乙訓農業改



- 71 - 

 

良普及センター」の詳細については、後述の「第 5 公共施設等管理(個別施

設各論) 4、6」で述べることとする。 

 

【意見 7】借受料の負担軽減 

 借受施設は、近隣に比較して適正な借受料を支払うのが原則である。し

かし、経済性の観点からは、支払う金額は少ない方が良く、無償であれば

なお良い。現在、京都府が借り受けている施設は、その場所に設置すべき

理由があることを理解するが、継続的に借り受ける場合、借受期間が長く

なると敷地や施設を購入する方が安価となることもあり得る。京都府や関

係市町村の保有する敷地や施設に移転することも含め、行政サービスの効

率化、事業の統合・集約化に向けた検討を行い、借受料の負担軽減に努め

ていただきたい。  

 

1.3 有効活用を検討している施設 

 前述の「第 2 公共施設等総合管理計画の概要、2 京都府の公共施設等管

理方針、2.5 これまでの取組、2.5.3 財政負担軽減の取組」に記載のとおり、

京都府は、「未利用資産の利活用検討スキーム」に従い、令和 6 年 6 月現在、

以下のとおり分類・検討している。 

（1）処分予定 

 処分予定は、順次、境界確定を実施のうえ処分（売却・貸付け）する物件

であり、以下のとおりである。 

（図表 20）        （処分予定施設）        （単位：㎡） 

No 所管課 名称 所在地 地積 建物 

1 
建設交通部・ 

住宅課 

元府営住宅芥子谷団地

敷地 
舞鶴市 12,415.92  ― 

2 
丹後広域振興局・

道路計画課 
元自転車道線計画敷地 与謝野町 1,173.00  ― 
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3 
教育庁管理部・ 

福利課 

元教職員西舞鶴共済住

宅 
舞鶴市 511.00  有 

4 
教育庁管理部・ 

福利課 

元教職員南部共済住宅・

南部第二共済住宅 
木津川市 2,151.54  有 

5 
警察本部総務部・

会計課 
元日ノ岡派出所 山科区 86.62  ― 

6 
総合政策環境部・

政策環境総務課 

元宮津地方振興局長公

舎 
宮津市 1,801.51  ― 

7 
教育庁管理部・ 

管理課 

府立舞鶴支援学校北吸

分校グラウンド敷地 
舞鶴市 2,367.00  ― 

8 
警察本部総務部・

会計課 
福知山警察署長公舎 福知山市 247.93  ― 

9 
総合政策環境部・

環境管理課 

元長田野大気汚染測定

局 
福知山市 159.71  ― 

10 
農林水産部・ 

水産課 
元府さけふ化場 福知山市 768.00  有 

11 
知事直轄（職員長

G）・職員総務課 
元峰山寮 京丹後市 829.69  有 

12 
総務部・ 

府有資産活用課 

元舞鶴地方振興局長 

公舎 
舞鶴市 830.47  ― 

13 
商工労働観光部・

産業労働総務課 

元織物・機械金属振興 

センター所長公舎 
京丹後市 156.49  ― 

14 
教育庁管理部・ 

福利課 
元教職員綾部共済住宅 綾部市 884.00  有 

15 
教育庁管理部・ 

福利課 
元教職員亀岡共済住宅 亀岡市 402.18  有 

16 教育庁管理部・ 元教職員八木共済住宅・ 南丹市 995.58  有 
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福利課 第二住宅 

17 
警察本部総務部・

会計課 

元右京警察署高雄 

駐在所 
右京区 95.00  ― 

18 
警察本部総務部・

会計課 
元八木交番 南丹市 256.25  ― 

（出典：京都府提供資料、監査人編集） 

 

【意見 8】処分見込みのない未利用資産に係る対策の検討 

 未利用資産は、庁内又は市町村の利活用ニーズがないことが把握され、

府有財産戦略活用推進本部において、処分予定（売却・貸付け）、暫定利用

（利活用検討）及び更に方向性を検討（利活用に向けて個別課題等解消必

要）に分類されて、売却又は貸付けが実行される。処分予定に掲載される

府有財産（不動産）には、隣地との境界確定が進まないなど対応に時間を

要する様々な事情を抱え、ケースバイケースで対策を講じなければならな

いため、処分までに時間を要するものもあるが、府民目線からすると放置

された施設と見受けられ、老朽化・劣化が著しく進んだ施設は「まち」の

環境及び景観を損なうことになる。事業利用の可能性が低く、すぐに処分

できる見込みのない施設については、解体等進捗を図る特別な対策を検討

していただきたい。  

 

（2）暫定利用資産 

 暫定利用資産は、暫定利用解消と併せて利活用を検討する物件であり、以

下のとおりである。 
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（図表 21）        （暫定利用資産）       （単位：㎡） 

No 所管課 名称 所在地 地積 建物 

1 
総務部・ 

府有資産活用課 
元菊屋町公舎 

上京区 3,764.52 有 

2 
健康福祉部・家

庭・青少年支援課 
元婦人相談所 

3 
健康福祉部・家

庭・青少年支援課 
元京都児童相談所 

4 
健康福祉部・家

庭・青少年支援課 
元知的障害者更生相談所 

5 
農林水産部・ 

林業振興課 
京都林務事務所 

6 
知事直轄（職員長

G）・職員総務課 

元綾部寮・元綾部職員住

宅・元綾部第 2 職員住宅 
綾部市 1,507.00  有 

7 
知事直轄（会計管

理者）・会計課 

元向日町競輪場駐車場小

畑川車庫 
西京区 3,265.00  ― 

8 
危機管理部・ 

災害対策課 
元近衛寮（注 5） 左京区 984.31  有 

9 
文化生活部・ 

文化政策室 
元消費生活科学センター 中京区 537.42  有 

10 
警察本部総務部・

会計課 
川端警察署 左京区 3,272.31  有 

 （出典：京都府提供資料、監査人編集） 

  

 No1 から No4 は倉庫として、No5 は林務事務所として利用中となっている

が、京都府庁北側敷地にまとまって立地しており、引き続き利活用の方向性

について検討中である。No6 から No9 も災害用備蓄倉庫や資料倉庫等として
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暫定利用中である。No10 は、左京警察署再編整備期間中における警察署施設

として活用、その後の利活用については検討中である。 

 

【意見 9】公有財産の暫定利用 

 公有財産の暫定利用として「倉庫」の利用が多く見受けられる。倉庫の利

用方法にも数々あると考えるが、書類や災害用物資の保管が多いと考えられ

る。IT や IoT の普及により、事務の効率化によるペーパレス化が図られる

中、今後書類の保存は逓減すると考えられる。また、暫定利用としている分

散した狭小な施設に物資を保管することは、災害時の運搬業務の負担が大き

くなる（重機や車両が効率よく搬送できないために人力が中心となるような

拠点）など、いざという時の利用に役立つか疑問である。物資の消費期限や

劣化具合の確認など、適正な在庫管理の業務負担が拠点の分散により増して

いくと言わざるを得ない。未利用の施設に物資を安易に保管するのではな

く、施設が古くなり維持費がかかる可能性が高まることを鑑みると、有効活

用、貸付け又は売却の選択の判断を優先することを検討していただきたい。 

 

（3）更に方向性を検討 

 「更に方向性を検討している施設」とは、利活用にあたり個別課題や検討

事項を有する物件であり、以下のとおりである。 

（図表 22）      （更に方向性を検討する施設）    （単位：㎡） 

No 所管課 名称 所在地 地積 建物 

1 
知事直轄（職員長

G）・職員総務課 

元職員住宅亀岡河原

町寮 
亀岡市 3,615.93  有 

2 

知事直轄（職員長

G）・職員総務課、

総務部・ 

府有資産活用課 

元桃山職員住宅第 1 住

宅・第 2 住宅（注 5）、

元桃山婦人寮 

伏見区 6,249.49  有 
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3 
総務部・ 

府有資産活用課 

元府営住宅伏見 

呉竹団地 
伏見区 1,431.03  ― 

4 
総合政策環境部・

大学政策課 

生物資源研究センタ

ー隣接地 
精華町 48,618.00  ― 

5 
文化生活部・ 

文化政策室 

京都府立ゼミナール

ハウス隣接地 
右京区 12,268.00  ― 

6 

商工労働観光部・

産業振興課、 

染織･工芸課 

元東山技能センター 東山区 949.97  有 

7 
商工労働観光部・

産業労働総務課 

元織物・機械金属振興

センター 
京丹後市 10,219.49  有 

8 
商工労働観光部・

産業労働総務課 

元中小企業クラブハ

ウス「白南風荘」敷地

等 

京丹後市 24,159.06  ― 

9 
警察本部総務部・

会計課 
元堀川警察署 下京区 2,235.00  ― 

10 
警察本部総務部・

会計課 
元警察本部別館 上京区 3,328.76  ― 

11 
警察本部総務部・

会計課 
元北野待機宿舎 上京区 8,485.35  ― 

（出典：京都府提供資料、監査人編集） 

 

 上記の「更に方向性を検討している施設」は、当該敷地の利用・処分する

にあたり課題や検討事項が把握されているが、令和 6 年 6 月現在、明確な方

向性が定まらない施設である。複雑な権利関係等の理由により売却や一体的

な有効利用が困難な敷地や、人口減少、少子高齢化の進行等により地方都市

の利用価値が低下した敷地が多くを占めている。 

なお、「No4 生物資源研究センター隣接地」、「No5 京都府立ゼミナール
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ハウス隣接地」及び「No8 元中小企業クラブハウス『白南風荘』敷地等」

は後述の「2 京都府土地基金」保有の固定資産である。 

 

【意見 10】個別課題を抱える未利用資産の活用検討推進 

 利活用に向けて個別課題の解消が必要な「更に方向性を検討する施設」

には、複雑な権利関係等の理由により一体的有効活用が困難な敷地や、人

口減少、少子高齢化の進行等により利用価値が低下した地方都市の敷地が

多くを占めているが、こうした資産についても、地元自治体の要望把握や

権利関係の整理の推進を積極的に図る必要があると考える。 

ついては、サウンディング型市場調査の実施や外部有識者の意見等を踏

まえた課題・検討事項の整理を行うなど、具体的なスケジュール・目標を

立てて検討を推進していただきたい。 

 

（4）府庁内に利活用ニーズを照会している物件 

  本報告書作成時は、該当なし。 

 

（5）市町村に利活用ニーズを照会している物件 

  本報告書作成時は、該当なし。 

 

【意見 11】公有財産の現状についての適時のデータ更新 

 京都府は、公有財産として施設名、所属、所管課、所在地及び主要施設

区分等のほか、財産の異動状況を全庁的に共有しているが、データについ

ては、毎年定期的に異動状況を更新するよう全庁に通知され、所管部局が

更新することになっているが、例えば公有財産の貸付け、使用許可等の状

況について更新漏れの状況が散見された。データを活用するために、各所

管部局において公有財産の現状を速やかに更新していただきたい。  
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2 京都府土地基金 

2.1 保有目的 

京都府土地基金は、公用もしくは公共用に供する土地又は公共の利益のた

めに取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑

な執行を図るために設置された（京都府土地基金条例（昭和 44 年京都府条

例第 5 号））。令和 5 年度土地基金残高 4,312 百万円のうち、現預金 1,184 百

万円及び土地 3,128 百万円である。因みに、平成 19 年度包括外部監査報告

書に記述のある土地 3,502 百万円で、平成 22 年度に 3,128 百万円に減少し

て以降 17 年以上経過しているが減少していない。なお、他の自治体の動向

や制度の必要性等を考慮して、土地基金制度の廃止に向けた検討が必要と記

述しているが、現在のところ実行には至っていない。 

 

2.2 土地基金運用状況 

                           （単位：百万円） 

 令和元年度  令和 2 年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

増加  0 0 1 0 0 

減少  0 0 0 0 0 

差引  0 0 1 0 0 

残高  4,311 4,311 4,312 4,312 4,312 

 

令和 5 年度末残高の土地の内訳は、関西文化科学術研究都市施設用地

48,618.00 ㎡、緑化センター用地 4,356.00 ㎡、元京都府中小企業クラブハ

ウス白南風荘隣接地 13,106.00 ㎡及び府立ゼミナールハウス隣接地

12,268.00 ㎡である。 
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2.3 外部監査人の所感 

「関西文化学術研究都市施設用地」について、府立大学の下鴨・精華両キ

ャンパスの機能分担を含めた整備の中で利活用について更に方向性を検討

中とされているが、利活用の検討を優先すると、民間が保有するより維持費

が低額のため、機会損失の意識が高くなりづらくなることから、京都府の未

利用資産の利活用検討スキームに沿って、売却等の検討を進めていただきた

い。 

また、「元京都府中小企業クラブハウス白南風荘隣接地」は、平成 19 年度

京都府包括外部監査報告書に記載のとおり、昭和 45 年に中小企業の厚生施

設として開館した「白南風荘」が、平成 4 年に閉鎖され平成 7 年に建物が解

体撤去された後、その跡地（公簿 11,053.06 ㎡、実測 22,702.24 ㎡）の隣接

地（公簿 13,106.00 ㎡、実測 18,4535.46 ㎡）が平成 9 年 3 月に土地基金を

用いて 107 百万円で購入されたものである。その後、開発構想がたてられた

が、実現には至っていない。また、地元有識者、京丹後市及び京都府による

検討会により、平成 27 年度に利活用のコンセプト案を作成されたが、予算

措置がされず引き続き更なる方向性を検討中とされている。平成 19 年度の

包括外部監査から 20 年弱経過しているが未だ利活用に至っておらず、地域

の環境及び社会情勢を考慮すると、民間事業者への太陽光発電利用や敷地の

貸付け等、収入確保に向けて引き続き検討を進める必要があると考える。 

また、「府立ゼミナールハウス隣接地」については、ゼミナールハウスの

生涯学習拠点施設としての整備の一環で利活用の検討が必要とされており、

ゼミナールハウスの指定管理者に維持管理を委託するとともに、現状のまま

活用することを認め、ゼミナールハウスのイベント時の駐車場等として暫定

的に利用している。現状を踏まえ、更に方向性を検討するとしているが、早

急な利活用は現実的には困難な状況と思慮する。 

 

 以下、京都府が直接保有する府有財産（不動産）ではないが、京都府が  

出えん・出資する機関の不動産について概観する。  
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3 京都府土地開発公社 

3.1 貸借対照表 

（単位：百万円） 

 令和元年度 令和 2 年度 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

流動資産  5,988 5,137 5,539 5,025 4,514 

固定資産  25 25 25 25 25 

流動負債  2,148 1,990 1,773 1,230 946 

固定負債  2,355 1,598 2,270 2,229 1,960 

資本金  20 20 20 20 20 

準備金  1,489 1,554 1,501 1,571 1,613 

（出典：「令和 3 年 9 月京都府出資法人の自己評価報告書及び経営状況説明書」及び「令

和 6 年 9 月京都府出資法人の自己評価報告書及び経営状況説明書」京都府）  

 

 流動資産の主なものは、令和 6 年 3 月 31 日現在、道路街路 2,120 百万円

（面積 78,980.18 ㎡）、公園 724 百万円（17,041.92 ㎡）及び京都府北部中

核工業団地整備事業完成土地 168 百万円（面積 24,535.63 ㎡）となってい

る。 

 

3.2 外部監査人の所感 

 過去 5 年の公社保有財産内訳を通査する範囲において、不要な道路・公園

等の資産はないと思慮する。 

 

4 京都府住宅供給公社 

4.1 貸借対照表 

                          （単位：百万円） 

 令和元年度  令和 2 年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

流動資産  360 348 601 527 678 
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固定資産  1,731 1,691 1,650 1,617 1,597 

流動負債  172 145 282 191 254 

固定負債  76 63 66 54 52 

基本金  10 10 10 10 10 

剰余金  1,833 1,821 1,892 1,890 1,958 

（出典：「令和 3 年 9 月京都府出資法人の自己評価報告書及び経営状況説明書」及び「令

和 6 年 9 月京都府出資法人の自己評価報告書及び経営状況説明書」京都府）  

  

 固定資産の主なものは、令和 6 年 3 月 31 日現在、土地（堀川出水団地第

1 棟から 3 棟 2,542,71 ㎡、堀川下立売団地 1,202.01 ㎡、椹木町団地 906.69

㎡、上長者町 713.25 ㎡、男山団地駐車場 1,983.39 ㎡、桃山東山ノ下駐車場

323.95 ㎡、上植野 552.34 ㎡、桃山東 1593.76 ㎡、醍醐端山が丘 198.55 ㎡、

大住ケ丘 292.00 ㎡、男山 8.74 ㎡、山科音羽 1,015.07 ㎡、山科東野 55.79

㎡）と建物（出水 1 棟から 3 棟、下立売、椹木町）であり、毎年減価償却相

当金額が減少している。 

 

4.2 外部監査人の所感 

 堀川下立売団地、男山団地駐車場や桃山東山ノ下駐車場など現在利活用さ

れている敷地・建物がある一方、昭和 50 年前後以降一定の目的で取得した

敷地が利活用されずに残っている残地等があると推察される。経済的価値は

あまり認められないが、現状把握と対策が必要と考える。また、住宅公社の

固定資産の新規購入・売却実績は近年なく、高度経済成長期から成熟期とな

る人口減少等の社会情勢の変化により設立当初の目的から見て、やはり住宅

供給公社として一定の役割は終えたと考えざるを得ない。 
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5 京都府道路公社 

5.1 貸借対照表 

                          （単位：百万円） 

 令和元年度  令和 2 年度  令和 3 年度  令和 4 年度  令和 5 年度  

流動資産  2,143 2,479 3,224 3,111 10,248 

固定資産  32,161 31,779 31,456 31,330 463 

流動負債  17,179 16,638 17,543 21,385 2,960 

固定負債  8,763 8,786 8,718 4,701 0 

基本金  9,471 9,471 9,471 9,471 9,471 

剰余金  △1,109 △637 △1,051 △1,117 △1,721 

（出典：「令和 3 年 9 月京都府出資法人の自己評価報告書及び経営状況説明書」及び「令

和 6 年 9 月京都府出資法人の自己評価報告書及び経営状況説明書」京都府）  

 

 固定資産の主なものは、令和 5 年 3 月 31 日現在、建物（事務所、車庫等）

期末簿価 1,542 百万円、建物付属設備（電気設備、浄化槽等）期末簿価 348

百万円、機械及び装置（ETC 設備、温水高圧洗浄機等）期末簿価 1,360 百万

円、車両及び運搬具（散水車、トラック等）期末簿価 172 百万円、工具、器

具及び備品（応接セット、ドローン等）期末簿価 3 百万円及び京都縦貫自動

車道道路資産 27,903 百万円となっている。令和 5 年度の流動資産の増加と

固定資産の減少は令和 5 年 4 月に京都縦貫自動車道を西日本高速道路株式

会社に売却した結果である。 

 

5.2 外部監査人の所感 

 過去 5 年の有形固定資産（減価償却）明細表、京都縦貫自動車道道路資産

額推移表及び道路台帳を通査する範囲において、不要な有形固定資産及び道

路資産はないと思料する。  

 

 


